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終了時評価結果要約表 
１．案件の概要 
国名：インドネシア共和国 案件名：保全地域における生態系保全のための荒廃地回復能力向上

プロジェクト 
分野：森林・自然保全 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：地球環境部 森林・自然環境グ

ループ 
協力金額：4.02 億円 

協力期間 2010 年 3 月– 2015 年 3 月 
（5 年間） 

先方関係機関：林業省森林保護・自然保全総局（PHKA） 
日本側協力機関：林野庁 
他の関連協力： 

JICA「インドネシア国マングローブ生態系保全と持続的な利用の
ASEAN 地域における展開プロジェクト」「インドネシア国泥炭・
森林における火災と炭素管理プロジェクト」 

１－１ 協力の背景と概要 
 インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）は世界第3位の熱帯林面積を有し、野生生物の主な
生息地として世界的にも貴重な生物多様性を支えるだけではなく、地域コミュニティの生計にも重要な役割
を果たしている。また、近年では、気候変動問題の観点からもその保全と回復の重要性が国際的に注目され
ている。 
 しかしながら、森林開発、森林火災、自然災害等により森林減少・劣化の圧力は高く、保全地域について
も例外ではないのが現状である。このため、保全地域のなかでも国立公園内の荒廃林の回復が生態系保全の
要として位置づけられている。 
 このような状況下、国立公園を所管する林業省森林保護・自然保全総局（PHKA）及び各国立公園の体制の
更なる強化が指摘されており、インドネシア政府は、保全地域における生態系保全のための荒廃地回復につ
いて、制度面、技術面及び資金面から能力向上を図ることを内容とする技術協力を2007年度にわが国に対し
要請した。これを受けて国際協力機構（JICA）は、PHKA及び関係する国立公園管理事務所をカウンターパ
ート（C/P）機関とし、5年間の予定で技術協力プロジェクトを開始した。 

 
１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 
     「保全地域における生態系保全のための荒廃地回復活動が促進される。」 

(2) プロジェクト目標 
     「保全地域における荒廃地回復のための関係者の能力が強化される。」 

(3) 成果 
1) 「保全地域の荒廃地回復のための体制が強化される。」 
2) 「プロジェクトサイトにおいて荒廃地回復の計画が策定される。」 
3) 「プロジェクトサイトにおいて荒廃地回復活動が実施される。」 

(4) 投入 
日本側： 
長期派遣専門家： 4 名 
短期派遣専門家： 1 名 
研修員受入： 18 名 

機材：約 1,780 万円（約 19.9 億ルピア） 
現地活動費（在外事業強化費）： 1 億 45 百万円（164 億ルピア）

インドネシア側： 
C/P：19 名 
施設・設備：なし 

ローカル・コスト：1,550 万円（14.5 億ルピア） 
 

２．評価調査団の概要 
調査者 総括：  羽鳥祐之 JICA 国際協力専門員 

植生回復/森林行政： 川戸英騎 林野庁 森林整備部 計画課 海外林業協力室 室長 
協力企画：  岡田裕貴 JICA 地球環境部 自然環境第一チーム 職員 
評価分析：  吉永恵実 （株）日本開発サービス 研究員 

調査期間 2014 年 9 月 8 日〜26 日 評価種類：終了時評価 
３．評価結果の概要 
３－１ プロジェクトの主な実績 

【成果１】本成果の達成度を測る 3 つの指標は達成済み、あるいは協力期間内の達成が見込まれる。 
(1) 指標「1.1 政府の各種法令、規定、指針の間の整合性を図るための提言が準備される」（達成）：本

指標の提言にあたる報告書として、レビューした政府文献等の概要・問題点・改善案をとりまとめ
た「保全地域における生態系回復に関する政府ガイドラインのレビュー」が、プロジェクト専門家
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により 2010 年 11 月までに準備されている。本レビューを通し「回復」という新たな生態系の再生
手法を C/P に発表・提言した結果、「天然更新」及び「回復」という概念について初めて政府規定が
設けられており、関係者はこれを本プロジェクトの大きなインパクトであると捉えている。 

(2) 指標「1.2 既存の技術指針を改善するための提言が準備される」（達成）：本指標の指すところの提
言として、「荒廃地回復に関する適用可能技術のレビュー」が、和文、英文及び尼文で 2010 年 10
月に準備・提出されている。 

(3) 指標「1.3 荒廃地回復事業の資金源確保に向けた戦略策定のための提言が準備される」（達成）：資金
面にかかる活動は、具体的な戦略や提言の作成という形ではこれまで行われていない。その理由と
して、既存の資金源を研究し一般的なペーパーにまとめるよりも、具体的に資金提供者を呼び込む
努力を行う方が、連携関係の構築とその結果の資金確保により効果的、というプロジェクトの判断
があったためである。実際にプロジェクトは協力期間中に複数の資金提供者と連携関係を構築し、
一部のプロジェクト活動への外部資金の導入に成功しており、その経験（連携のプロセスや手法）
をとりまとめた報告書（『民間企業等との連携による荒廃地回復事業（仮）』）の策定を予定している
ところ、指標の目的は達成されると判断した。 

 
【成果２】成果２の達成度を測る 2 つの指標はすべて達成されている。 

(1) 指標 2.1 「荒廃地回復計画の策定手順が書類や映像等により記録される」（達成）：全体に共通する
荒廃地回復計画の策定手順をあらかじめプロジェクトが規定し、これを基にプロジェクトからの委
託で計画策定を指導したローカル・コンサルタントが、実際に踏んだ手順をプロジェクトサイト毎
に記録している。この手順はその後フローチャートにまとめられ、参加型の回復活動に経験の少な
い現場関係者への指導に活用されている。 

(2) 指標 2.2「各プロジェクトサイトの荒廃地回復計画が準備される」（達成）：指標 2-1 で記載したプロ
セスに沿って、プロジェクトが契約したコンサルタントの指導により、2011 年 3 月までにサイト毎
の回復計画が準備されている。 

 
【成果３】成果３の達成度を測る 3 つの指標はすべて達成されている。 

(1) 指標 3.1 「研修結果が記録される」（達成）：これまで回復の対象となる樹種の同定・標本作り・苗
木生産・火災対策等の研修がインドネシアで実施されており、その内容がプロジェクトにより記録
されている。 

(2) 指標 3.2「回復面積を含め、荒廃地回復の結果を取りまとめた最終報告書が林業省に提出される」（達
成見込み）： プロジェクトは 2014 年度の活動結果及びプロジェクト期間全体の主な活動成果を取り
まとめた最終報告書(インドネシア語、英文及び和文)を 2015 年 3 月までに作成し、林業省に提出す
る予定である。プロジェクトでは 2014 年 9 月までに、5 つのプロジェクトサイトで合計 476.12ha
の回復活動が実施されており、この数値を含めた回復事業の結果も上記の報告書で報告される予定
である。 

(3) 指標 3.3 「各プロジェクトサイトにおいて、回復事業の手本（型）が定まる」（達成）：全サイトに
おいて回復活動の一連の流れが実施され、その状況を C/P 及び専門家が随時モニタリング・評価し
必要な修正を加えてきた結果、2012 年度までにはプロジェクトサイト毎の事業内容とサイクルが定
着しつつある。具体的には初年度である 2010 年度に回復事業の計画化を行い、2011 年から具体的
な活動を開始し、3 年目の 2012 年までには各サイトで回復事業の手本型が定まっている。 

 
【プロジェクト目標】目標の達成度を図る 2 つの指標は協力期間内に達成が見込まれる。 

1) 指標 1．「制度面、技術面、資金面の各課題に対処した『回復ガイドライン』が作成・提案される」
（達成見込み）：本指標の指すところの「回復ガイドライン」として、「回復プロセス・ガイドライ
ン」「回復技術マニュアル」が作成されている。サイト毎の気候や植生の違いを配慮し、「回復プロ
セス・ガイドライン」「回復技術マニュアル」にはそれぞれ「熱帯山岳降雨林及び熱帯モンスーン林
編」と「マングローブ生態系編」の 2 種類が尼文及び和文で準備されており、「熱帯山岳降雨林及び
熱帯モンスーン林編」のガイドライン及びマニュアルは 2014 年 1 月に、「マングローブ生態系編」
は 2015 年 1 月頃最終化される見込みである。 

2) 指標 2．「関係者に荒廃地回復活動を実践するために必要となる能力が備わる(*)」（達成）：「２．関
係者に荒廃地回復活動を実践するために必要となる能力が備わる」についても、総じて達成されて
いる。 
 本プロジェクトで強化した「制度」基盤、つまりガイドラインを活用・適用する能力は、PHKA

により回復にかかる政策制度の強化に活用されている。本プロジェクトのガイドライン作成を通
じて回復を実施する「制度」の形が具体化され、これを活用して現在、回復に関する新たな法令
づくりが進み、今後の活動計画が策定されつつある。 

 国立公園職員及び住民ワーキンググループ（WG）のメンバーの技術的能力にも向上がみられる。
インドネシア科学院（LIPI）の研究者や日本の短期専門家によるローカル樹種の同定・標本作り・
苗木生産等に関する研修を通じて、公園職員と住民は、地域の植生と、種子からの効果的な苗木
生産技術に理解を深めた。これまでのところ回復活動はプロジェクトのガイドラインに沿って実
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施されており、移転された技術は関係者に十分に活用されているものと思われる。 
 「資金」の活用については、プロジェクト期間中に外部機関との連携が実現し、林業省及び国立

公園関係者は、自ら積極的に資金の動員に乗り出すまでにはいかないものの、外部機関からの資
金協力を活用するノウハウを蓄積しつつある。 
 

(*) ここでいう「関係者」とは、PHKA 地域保全局関係者及びプロジェクトサイトの活動に関わる人員
を総体的に表す。プロジェクトサイトの関係者はサイト毎に特定されることになっているが、原則公
園職員と、プロジェクト活動に参加する住民と捉えてよい。またプロジェクト設計時に想定された「能
力」とは、荒廃地回復に必要な「制度」「技術」「資金」を包括的に活用する能力であり、この調査に
おいてはこれを、プロジェクトを通して強化された制度的・技術的・資金的基盤を回復活動実施に活
用するための技術や知識であると解釈した。 

 
３－２ 5項目評価の概要 

(1) 妥当性：「高い」 
本プロジェクトの目的はインドネシア及び日本の政策に合致し、ターゲットグループの能力開発のニ

ーズに即したものである。また事業設計も概して適切であったと評価した。 
1) インドネシアの政策との合致 
 「プロジェクトの背景」のとおり、世界第 3 の面積を誇るインドネシアの森林資源の劣化・減少防止

はインドネシアにとって喫緊の課題であり、また地球規模課題である気候変動対策として国際社会か
らも関心が高い。早急な対策が必要な荒廃地のうち、生態系保全の要である保全地域における生態系
の回復を、林業省はその政策において優先課題と認識している。 

 保全地域における荒廃地の生態系の回復が優先課題であることを裏付ける政策として、国家開発中期
計画である“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional（RPJMN) 2010-2014”では、11 の国家優
先課題（National Priority） の一つである「環境と自然災害」において、「50 万 ha の荒廃地修復」が
気候変動対策の主要な活動要素と位置づけられている。また RPJMI の実現のために作成された林業
省の 2010 年～2014 年の戦略計画”Rencana Strategis 2010-2014”は「生物多様性の保全と森林の保護」
を、同省の 7 つのプログラムの第一番目に位置づけ、「保全地域内の 4 カ所における生態系の回復を
図る」ことを同プログラムの成果指標の一つとしている 。更に PHKA の現行の戦略（Rencana Strategis 
Direktorat Jerderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2010-2014）には、本プロジェクトの 5
つの活動サイトを含む 7 つの保全地域が回復活動の優先地域である記載されており、本プロジェクト
の活動の優先度は、林業省の政策において明確である。 

 インドネシアでは 2011 年に「回復」「修復」「天然更新」を保全地域における生態系再生の手法と定
める 2011 年政令第 28 号 が制定され、続いて 2014 年 7 月には、より具体的な保全地域における生態
系再生プロセスを規定する 2014 年林業大臣令第 48 号 が策定されている。現在、生態系再生活動の
技術と実施体制詳細を更に詳細に規定する 2 つの総局長令が PHKA によって作成されているが、
PHKA によれば、これらは本プロジェクトのガイドラインの内容を参照にされているとのことであ
る。これら政令の策定は本プロジェクトのインパクトでもあり、また本プロジェクトの妥当性を更に
強化する制度的枠組みであると評価する。 

2) 開発ニーズへの合致 
 保全地域の生態系回復が国家の優先課題と認識される一方で、これまで保全・保護地域の植生 復
元は、原則天然更新をとおして行われてきた。しかし荒廃地の度合いが激しい箇所では天然更新の効
果は限られていたため、PHKA は 2010 年より、2010 年～2014 年の戦略計画実施の一環として、PHKA
は同じ林業省流域管理・社会林業局の森林修復事業予算で、保全地域におけるより積極的な森林の修
復活動を開始したところである。つまり PHKA や国立公園にとって生態系再生は比較的新しい取り
組みであり、回復技術の確立や公園毎の実施計画・目標の明確化が急務であった。回復事業関係者が
保全地域の生態系回復に効果的な手法を模索しはじめたタイミングで本プロジェクトが実施された
ことは、インドネシア林業分野における能力ニーズにかんがみ適時適切であったと評価できる。     

3) プロジェクト設計の適切性 
 制度面・技術面・資金面という、相互に関連しながらも回復に欠かせないすべての面を活動に組み込

んだプロジェクトの構成は大変適切である。特に民間企業やインドネシア研究機関との資金協力を実
現したことは、他の協力の参考となる先進的事例である。  

 ターゲットグループも適切である。回復活動に関する政策制度を司る林業省の PHKA、回復活動を現
場で指導する国立公園職員、そして活動の影響を受ける住民という、異なる立場から回復事業に携わ
る関係者が包括的に網羅されている1。これまで国立公園が抱えていた関係者間の利害の対立の緩和
や、住民との協力の促進という課題への対応として適切である。 

 プロジェクトサイトの選定について、調査期間中、マングローブ林の回復事業を実施したスンビラン
国立公園では回復サイトが養殖池跡地に限定されていた。そのため、養殖池での経験のみに基づいて

                                                  
1 活動の一環として実施された現場関係者への事業説明では、地方行政機関等からの参加も得ている。 
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作成された本プロジェクトのガイドラインは、「マングローブ生態系の回復ガイドライン」と呼ぶに
は適用範囲が狭いとう意見もみられた。しかし調査団としては、養殖場跡地のマングローブ林への回
復は技術的に難易度が高く、そこでの経験は類似の植生を持つ荒廃地の回復に広く適用可能であると
判断し、プロジェクトサイトの選定は概して適切と評価した。 

4) 日本の援助政策・比較優位との合致  
 2012 年に作成された日本の対インドネシア国別援助方針は、環境保全・気候変動等の地球規模課
題への対応能力や援助国（ドナー）としての能力の向上に寄与する方針を打ち出している。これを受
けて JICA「事業展開計画」は、日本の支援重点項目「アジア地域及び国際社会の課題への対応能力
向上のための支援」において、本プロジェクトを気候変動対策に資する案件と位置づけている。累計
ベースで日本の政府開発援助の最大の受益国であるインドネシアにおいて、日本は林業分野技術協力
に長年の経験を有しており、日本の比較優位を生かした協力であると評価できる。 

 
(2) 有効性：「高い」 

本事業のプロジェクト目標「１．制度面、技術面、資金面の各課題に対処した『回復ガイドライン』の
草稿が準備される」「２．関係者に荒廃地回復活動を実践するために必要となる能力が備わる」が、どちら
も達成される見込みであることがその主たる理由である。なお「有効性」のレーティングを決める際は、
指標１の達成を通した政策制度への貢献度を特に重視して評価を行った。 

 
1) プロジェクト目標指標１の達成状況 
 「プロジェクトの実績」で述べたとおり、指標「１．制度面、技術面、資金面の各課題に対処した『回

復ガイドライン』の草稿が準備される」は協力期間内に達成される見込みである。本指標の指すとこ
ろの「回復ガイドライン」として、「回復プロセス・ガイドライン」「回復技術マニュアル」が作成さ
れている。「回復プロセス・ガイドライン」は活動の設計・計画策定・実施を含めた荒廃地回復活動
の一連の活動手順を時系列でまとめたもの、「回復技術マニュアル」は、回復活動の実施を技術面か
ら詳細に解説する指針で、それぞれ成果１の文献レビューと、成果２、３の現場活動の結果を踏まえ
て尼文及び和文で作成されたものである。 

 サイト毎の気候や植生の違いを配慮し、「回復プロセス・ガイドライン」「回復技術マニュアル」には
それぞれ「熱帯山岳降雨林及び熱帯モンスーン林編」と「マングローブ生態系編」の 2 種類が準備さ
れており「熱帯山岳降雨林及び熱帯モンスーン林編」のガイドライン及びマニュアルは 2014 年 1 月
に完成、「マングローブ生態系編」は 2015 年 1 月頃最終化する見込みである。更に技術マニュアルの
うち、特に詳細に記述すべき事項については、別途「回復植物フィールド・ガイド」「種子からの苗
木生産技術マニュアル」が作成されている。 

 先述のとおり PHKA は現在、保全地域における回復活動の技術的詳細と実施運営プロセスを規定す
る 2 つの総局長令を作成している。その作成の参照にされるガイドラインが本プロジェクトによって
作成されたことは、本プロジェクトの妥当性・有効性を高め、また回復にかかる技術の持続性に貢献
したと評価する。 

2) プロジェクト目標指標２の達成状況 
 指標「２．関係者に荒廃地回復活動を実践するために必要となる能力が備わる」についても、総じ
て達成されていると評価した。 

 本プロジェクトで強化した「制度」基盤、つまりガイドラインを活用・適用する能力は、PHKA によ
り回復にかかる政策制度の強化に活用されている。本プロジェクトのガイドライン作成を通じて回復
を実施する「制度」の形が具体化され、これを活用して現在、回復に関する新たな法令づくりが進み、
今後の活動計画が策定されつつある。 

 国立公園職員及び WG のメンバーの技術的能力にも向上みられる。プロジェクトにおいて、LIPI の
研究者や日本の短期専門家により、ローカル樹種の同定や標本作り、現場の苗木生産等に関する研修
が行われ、公園職員と住民は、地域の植生と、種子からの効果的な苗木生産技術に理解を深めた。プ
ロジェクトで行った植林活動が実際に荒廃地の回復につながるまでは長い時間を要するが、これまで
のところ回復活動はプロジェクトのガイドラインにそって実施されており、移転された技術は関係者
に十分に活用されているもの思われる。 

 「資金」の活用については、プロジェクト期間中に外部機関との連携が実現し、林業省及び国立公園
関係者が自ら積極的に資金の動員に乗り出すまでには至らないものの、外部機関からの資金協力を活
用するノウハウはこれら機関に蓄積されつつある。必要とされる予算全体の中で外部機関からの協力
が占める割合は大きくないが、例えば植林後の維持管理費用やフィールド・マネージャー（FM）の
雇用に当てるなど、予算の一部をこれで補填することは有用であり、本プロジェクトで行った民間連
携は、その先進的事例であると言える。 

 
(3) 効率性：「高い」 

本プロジェクトの効率性は「高い」。その理由は以下のとおりである。その理由として成果指標が達成
されたこと、実施の運営管理や投入が概して適切であったこと、また外部機関との連携等の効率性を高め
る工夫が行われたことが挙げられる。 
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1) 成果指標の達成度 

 活動が遅延するケースも見られたが、予定された活動はすべて期間内に終了し、その結果成果１～３
はすべて発現している。プロジェクトサイトが地理的に分散しているなかで、プロジェクト内外の多く
の関係者をまとめ上げたプロジェクトのリーダーシップは高い。国内人材の活用に加え、企業の社会的
責任（CSR）企業との連携を図るなど、外部リソースの有効活用において先進的な例を提供した。 

2) 投入の適切性 
 投入は、日本側・インドネシア側共に概して適切であったと評価した。 

 長期専門家の専門家の投入や研修はほぼ予定どおりである。 
 短期専門家については、当初の想定ではリモートセンシング等多岐に渡る分野の専門家投入が予定さ

れていた。最終的には必要性が認められた苗木生産指導のみの派遣となったが、研修の需要に応じて
調整された結果であり、投入の質・量は適切であったと思われる。 

 インドネシア側についても C/P の配置、プロジェクト用執務室の林業省内設置は予定どおり行われ
た。必要に応じて供与するとされていたインドネシア側からの機材の投入は特段行われていないが、
これまでプロジェクト活動自体に支障はない。 

 C/P 予算について、2010 年度は、ブロモ・テンゲル・スメル国立公園を除いては本プロジェクト用の
予算が準備されていなかったものの、2011 年度以降は本省、国立公園ともに予算が確保され、関係
者の出張費等にあてられている2。  

 これまで供与された機材や施設も、おおむね適切に使用されている。例えばスンビランでは、これま
でボートで入っていた内陸のサイトまでの道のりに木製のマングローブトレイルを整備して、潮の満
干に左右されずサイトにアクセスできるよう配慮したことで事業効率を向上した。他方でスンビラン
に供与した一部の機材は技術的な問題でこれまでのところ十分に活用されておらず3、今後もモニタ
リングが必要である。 

3)  効率性を高める他の工夫 
 民間企業との連携：プロジェクト期間中、「（株）住友林業」「（株）三井住友海上火災保険」「PT.ヤマ

ハ・ミュージック・インドネシア」「PT. TS Tech Indonesia 」との連携が実現している。住友及び三井
住友海上火災保険からはブロモ・テンゲル・スメルにおける森林火災対策訓練の実施とグヌン・メラ
ピの回復活動、TS Tech Indonesia からはグヌン・メラピにおける回復活動、ヤマハからはグヌン・チ
レメイの回復活動に対し、それぞれ協力を得た。これら企業が実施した回復活動の面積は合計 105ha
である。 

 学術機関との連携：本プロジェクトでまとめた「回復植物フィールド・ガイド」の作成や、植生に関
する研修実施においては、LIPI の研究者から多大なる協力を得ている。その成果として、227 種のロ
ーカルの植生を写真付きで詳細にまとめ製本した質の高いガイドブックの作成が可能になった。 

 他のプロジェクトとの連携：国際連合教育科学文化機関（UNESCO）が、スマトラ島のグヌン・ルサ
ール国立公園（Gunung Leuser National Park）で生態系の回復・保全、エコツーリズム開発等の支援を
実施している。その知見をプロジェクトの関係者とも共有するため、プロジェクトが開催した 2012
年 1 月の荒廃地回復セミナーで、発表者として UNESCO から参加を得る等の協力を行っている。ま
た JICA の既存の協力経験を活動に生かすため、JICA が 2011 年 6 月から 2014 年 6 月までバリ島で実
施した「マングローブ生態系保全と持続的な利用の ASEAN 地域における展開プロジェクト」と連携
し、プロジェクト参加者による同プロジェクトの活動拠点であるバリのマングローブ林管理センター
への視察と意見交換を行うスタディ・ツアーを実施した。更に JICA の「泥炭・森林における火災と
炭素管理プロジェクト」からは、本プロジェクトが 2012 年 5 月にブロモ・テンゲル・スメル国立公
園サイトで実施した森林火災予防訓練に対し、専門家からの参加を得ている。 

 
(4) インパクト：「比較的高い」 

本プロジェクトのインパクトは、1) 一部の懸念事項が解消されれば上位目標の達成指標自体は達成さ
れる見込みが高いこと、2) 想定外の正のインパクトが多く発現したことから、「比較的高い」とした。 

 
1) 上位目標達成の見込み 
 上位目標の 2 つの指標（「プロジェクトサイト以外の国立公園において、プロジェクト成果を反映し

た荒廃地回復の計画が策定される。」「プロジェクトサイト以外の国立公園において、プロジェクト成
果を反映した荒廃地回復の活動が開始される」）は、本プロジェクトの活動の面的展開を狙うもので
ある。 

 先述したとおり PHKA は現在、回復活動にかかる総局長令を 2014 年内に発効させるべく準備を進め

                                                  
2 その理由として、本プロジェクトが 2010 年～2011 年度まで財務省のプロジェクト・リストに登録されていなかったためと考

えられる。その後 2012 年 4 月に登録されたため、現在の C/P の活動に支障はない。 
3 例えばスンビラン国立公園に対して供与されたスピードボートは、エンジンの容量が船体に対して小さい、等の事情が重なり

使用頻度が少なかった。プロジェクトは現在中古エンジンの調達を通しこれに対応している。 
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ている。これが実現すれば 2015 年には具体的な活動の計画化・予算化、対象となる保全地域への普
及啓もう活動（「ソシアライゼーション（socialisation）4」を行い、続く 2016 年から本格的な実施が
可能になる。回復活動の詳細を規定する政府通達の策定は 2011 年から検討が開始されており、2014
年内に議論が収束するかについては確証がないが、策定作業自体は既に進行しているところ、プロジ
ェクト後 3 年～5 年以内であれば上位目標の指標の達成は実現可能であると思われる。 

 ガイドラインを参考に活動を面的に普及し、上位目標の指標の達成が可能となった場合においても、
活動の質の確保には別途議論が必要である。普及した回復事業を成功に導くためには、1) 分野の知
見を有する人材、あるいは本プロジェクトで回復活動の設計と実施を経験している人材の支援と、2) 
十分な予算措置とが必須である。つまり上位目標の外部要因「追加的な資金的・人的資源が手当てさ
れる」が、総局長令の制定によりどの程度確保されるかが、上位目標の真なる達成の鍵となる。 

2) 想定外の正インパクト・波及効果 
 政策に対するインパクト：本プロジェクトの提言の結果、「天然更新」及び「回復」を初めて規定す

る政府通達（2011 年政令第 28 号）に明記された（詳細は成果指標 1-1 の実績参照）。また PHKA に
よれば、現在同総局が作成する回復に関する総局長令の作成過程においても本プロジェクトのガイド
ラインが参照されており、これらはインドネシアの林業政策に及ぼしたインパクトとして評価でき
る。 

 参加者の意識・行動の変容：プロジェクトサイトの一つであるブロモ・テンゲル・スメル国立公園で
は、活動を通してエコツーリズムのサイトとしての国立公園の価値が意識されるようになり、住民や
国立公園職員の行動に変化が生まれている。具体的には住民グループと公園職員とが協力して、湖の
沈殿物の汲み上げや湖畔のパトロール、沈殿物を利用したゴミ捨て場の建設などを実施するなど、関
係者が協力し、研修で得た知識を生かして自主的に公園の生態系保全をすすめる動きが見られる。ま
たスンビラン国立公園で養殖を営む住民の中には、本プロジェクトの活動を通してマングローブ林の
植生に大きな関心を抱き、今後エコツーリズムの分野で貢献することを望む者もいる。 

 住民の生計へのインパクト：プロジェクトは有機肥料や牛糞を発酵させたバイオガスの生産方法等の
研修も実施しており、住民はその知見を実家の農業生産や生計の向上に積極的に活用している。これ
らの研修は住民の生計に直接的なインパクトをもたらした他、住民の理解・参加の促進や、住民の森
林資源への依存の軽減にも有効であった。 

 プロジェクトサイトの PR 効果：プロジェクトが活動やインフラストラクチャー整備を支援したサイ
トに対して、少数ではあるが資金や知見の提供を望む声があがっている。例えばスンビランにおいて
は、林業省森林研究開発庁（LITBANG）がプロジェクトサイトにおいて同センターの研究を実施す
る可能性を打診しており、また CSR の一環として、プロジェクトが開始した回復事業の今後の維持
管理に関心を示すインドネシア企業（例：石油公社 Pertamina 等）とも連絡を取り合っているとのこ
とである。 

3) 負のインパクト： 
一部のサイトの住民から当初、プロジェクトの実施が生計に与える負の影響を懸念する声があがっ

たが、実際はプロジェクトの活動が生計に正の影響を及ぼすことが住民に理解されたため、影響を回
避することができた。スンビランでは、プロジェクトサイトであるエビ養殖場の跡地で、近隣の住民
が現在でも養殖を行っている。そのためプロジェクト開始当時、住民との利害の対立や住民の生計へ
の負の影響が懸念された。これに対しプロジェクトは、「Silvofishery（養殖池にマングローブを植え、
そこでエビや魚を養殖する生産様式）」に関する西ジャワ州でのスタディ・ツアーに参加する機会を
住民 WG のメンバーに付与し、マングローブ植林が養殖に与える好影響について理解を得た。国立
公園事務所によれば、研修の効果により、公園事務所が本プロジェクト外で行った植林事業に対して
も住民は大変協力的であったとのことである。 

 
(5) 持続性：「中程度」 

今後の回復活動を推進する政策の枠組み（具体的には先述した PHKA の総局長令）は整備される見込み
であるものの、(1) これまで長く議論されてきたにもかかわらず、同令がいまだ制定されていないこと、(2)
プロジェクトの回復ガイドラインの内容がどの程度これら通達に反映されるかが不明確であることが、今
後の予算や人員の確保の見通しをやや不透明にしている部分がある。この状況を総合的に判断して、持続
性は「中程度」と評価した。 

 
1) 政策制度の整備状況 

 林業省レベルでは、回復に必要な政策制度が整備される見通しが高い。PHKA によれば、同局の次
期戦略（2015～2019）において、5 年間で 2,500 万 ha の回復が指標とされる予定である。PHKA は、
同局が現在準備する 2 種類の総局長令が年内に最終化し、これら通達を根拠に他の保全地域への事業
説明・事業計画の策定・予算化を 2015 年に実施し、2016 年から具体的に活動を展開する意向を示し

                                                  
4 ここでいう「Socialisation」とは、プロジェクトの回復ガイドラインの紹介と、対象となる国立公園や地域当局との意見交換

とを主な目的とする現地事業説明会の実施を指す。 
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ている。他方で策定作業が遅延すればプロジェクト後の活動のギャップが生まれ、予算面・技術面・
そしてモチベーションの面で成果の維持に影響が出る懸念があるため、これを必ず年内に最終化させ
ることが持続性確保の第一歩となる。 

2) 組織の実施体制 
 PHKA については、本プロジェクトの成果であるガイドラインを普及・活用する具体的計画を有し
ており、その実施体制に問題はない。他方で今後プロジェクト活動が実施された 5 つの公園で、プロ
ジェクト期間中と同レベルの活動が継続される見通しは必ずしも明るくない。既述したとおり、保全
地域におけるこれまでの植生回復は、原則天然更新で行われてきた。つまり国立公園には、積極的に
植生を回復するという事業経験がなく、これを公園職員の職務として実施するために必要な人材・予
算を確保する組織体制が整備されてこなかった。現場の人員・予算の確保は、ガイドラインの提案に
即して総局長令が作成されるか否かと、どのタイミングで同令が最終化されるかに大きく依存してい
る。 

3) 予算確保の見通し 
 既存の予算以上の費用が確保されるかは、現時点では不明確である。「妥当性」で述べたとおり、PHKA

はこれまで、保全地域の生態系回復のための予算を、同じ林業省流域管理・社会林業局が持つ森林修
復事業の資金から確保してきた。その額は 1 ha の修復（プロジェクトの実施以降は「回復」）に対し
約 4,000,000 IDR（日本円で約 4 万円）である。しかし「回復」活動は「修復」に比べより高度な技
術と多くの労働の投入が必要であるため、必然的に実施費用が高くなる。参考まで、プロジェクトの
ガイドラインでは、1 ha あたりの活動費用を 15,000,000 IDR～20,000,000 IDR 程度（＝日本円で 15 万
円～20 万円）と見積もっており、その中には FM の雇用費用や住民への労賃の支払いも含まれてい
る。現在 PHKA は 2015 年～2019 年の同局の戦略計画を準備しており、その中に「回復」の予算を計
上する予定であるが、林業省から提出される活動計画に対して実際の予算割り当てを計算するのは財
務省である。これまでの修復事業以上の費用が確保されるかは、現時点では不明確である。 

 現状打開の可能性として、先に述べた CSR 企業や研究機関との提携が考えられる。今後の持続的な
外部資金確保に向け、プロジェクトと C/P は 2014 年度より「民間連携チーム」を設置し、連携の対
象となる企業のリスト化、民間と連携する際に必要になる覚書のドラフト作り、公園事務所から企業
に対し資金の必要性をプレゼンする機会の設定などの活動を行っている。しかしプロジェクトの支援
なしで今後この活動を継続するには、国立公園事務所毎の更なる努力に加え、協力を望む外部機関と
国立公園とを結びつけるためのプロジェクトに変わる民間連携・広報窓口の設置といった体制整備が
必要となる。 

4) 技術の定着状況 
 「有効性」で述べた通り、プロジェクトが移転した荒廃地回復の技術は既に関係者に活用されており、

回復活動が継続する限りスキルは活用されていく見込みである。技術の活用は積極的にスキルを生か
す機会の有無に依存するため、総局長令の制定で回復活動を本格化する取り組みがまず必要となる。
本プロジェクトのガイドラインが十分総局長令に反映されれば、本プロジェクトで関係者が培った技
術は、より重要性・汎用性を増すものとなる。 

 回復事業実施の概念を林業省内でより浸透させ、その技術を確実なものとするため、回復事業実施団
体以外の林業省関係者にもガイドラインの普及を図ることも一案である。配布先の例として、林業省
職員の研修を実施する機関である林業省林業教育研修センター（CFET）でこれを活用することが考
えられる（この点については、「提言」も参照）。 

 「持続性」に関するその他の留意事項として、今後国立公園に引き渡す機材について管理担当者の明
確化と機材管理計画の準備を行っておく必要がある。 

 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 
1) プロジェクトの設計や活動内容が、関係者のニーズに合致していたこと。そのため外部条件「保全

地域の荒廃地回復が引き続き林業省の重要施策として位置づけられる」が満たされ、本ガイドライ
ン作成に対して C/P から協力が得られたこと。 

2) 制度・技術・資金という回復活動の成功に欠かせない 3 つの要素すべてをプロジェクトの能力向上
活動に組み入れたこと。これにより、技術を活用するための制度整備が促進されたのみならず、制
度の運用に必要な資金確保のノウハウをも C/P に移転することが可能となった。 
 

(2) 実施プロセスに関すること  
1) インドネシア国内の人材や知見が有効活用されたこと。元林業省の OB や分野の専門家をプロジェ

クトの人材として雇用し、彼らの知見がガイドラインの内容や能力向上活動を充実させた。 
2) サイト毎にプロジェクト直営の FM を配置し、きめ細かな指導を行ったこと。直営方式を採用する

ことにより、年度毎の契約更新等に左右されず、現場の活動の連続性を確保することができた。 
3) 概して住民 WG の積極的な参加が得られたこと。その理由として、種子や苗木の生産・植え付け等

に参加する住民にスタディ・ツアーへの参加機会を提供するあるいは賃金を支払うなど、住民参加
を促すインセンティブを与えたことが寄与している。このようなインセンティブの付与が、住民が
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プロジェクトの恩恵を実感し、協力に対する意欲を高める効果をもたらした。 
 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 
(1) 計画内容に関すること：特になし 
(2) 実施プロセスに関すること 

全体の効率性には影響しなかったが、以下が実施に影響する場面があったことに留意した。 
1) プロジェクトサイトの選定について C/P 側と JICA 側の合意が形成されないままプロジェクトを開始

したため、討議議事録（R/D）の署名等、プロジェクトの前提条件となる作業がプロジェクト開始後
に持ち込まれ、活動の効率を一部阻害した。その後の関係者の尽力により、活動自体はすべて協力期
間内に終了する見込みである。 

2) サイトによっては自然条件による影響も見られた。2010 年のメラピ山噴火等がその例である。幸い
成果の産出を阻害するまでの事態には至らなかったが、ベースライン調査の実施が遅延するなど、プ
ロジェクト前半の活動に一部支障をきたした 

3) なおプロジェクトサイトの一つであるスンビラン国立公園では、当初プロジェクト・デザイン・マト
リックス（PDM）の外部条件「プロジェクトで実施する荒廃地回復の事業対象地において、土地利
用に関する大きな利害衝突がない」の影響が懸念されたが、住民との対話や研修機会の供与を通じて
理解が促進された結果、その影響はみられなかった。 
 

３－５ 結論 
本プロジェクトでは、林業省 PHKA・対象 5 国立公園・地域住民から構成される WG を対象に、インドネ

シアの保全地域において荒廃地回復活動を実施するのに必要な能力を向上する技術協力を実施した。2010 年
3 月から開始した活動において、プロジェクトは関係者と協力し、(1) 保全地域の荒廃地回復に必要な政策的
枠組みの強化（成果１）、(2) 対象 5 の国立公園のプロジェクトサイトにおける荒廃地回復計画の策定（成果
２）、(3) 公園職員と WG メンバーを対象とする、プロジェクトサイトでの回復活動に必要な能力の向上（成
果３）を図った。そして成果１～３の活動で得られた経験を本に、「保全地域における荒廃地回復プロセス・
ガイドライン」及び「保全地域における荒廃地回復技術マニュアル」が、本プロジェクトの主要な成果品で
ある「回復ガイドライン」として作成されている。 
 プロジェクト実施の過程で、自然災害や C/P の頻繁な交代等がその活動に影響を及ぼすケースもみられた
が、C/P の協力とプロジェクトの強いリーダーシップにより、活動や投入の実施スケジュールはおおむね計画
どおりに保たれている。その結果成果１～３の指標はすべて達成される見込みであり、プロジェクトの主た
る目的である「保全地域における荒廃地回復のための関係者の能力が強化される」についても、2015 年 3 月
の協力終了までに実現するものと思われる。 

これらの実績・成果を踏まえた評価結果は以下のとおりである。 
1) プロジェクトの目的や設計が、インドネシア及び日本の政策・インドネシア林業分野の開発ニーズ

に合致していることから、妥当性は「高い」。 
2) PDM のプロジェクト目標の 2 つの指標が協力終了までに達成される見込みであることから、有効性

は「高い」。 
3) PDM の成果指標がすべて達成されたこと、投入や活動の実施管理が適切に行われたこと、外部機関

との連携など効率性を高める工夫が行われていることから、効率性も「高い」。 
4) 一定の条件が満たされれば PDM の上位目標が達成される見込みが高いこと、またプロジェクトの

実施により複数の正のインパクトが発現したことから、インパクトは「比較的高い」。なお、ここで
いう一定の条件とは、回復サイトでの追加的予算と人員の確保であるが、これを実現するには PHKA
が準備を進める 2 つの総局長令の早期制定が不可欠である。 

5) 今後の回復活動を推進する政策の枠組み（具体的には先述した PHKA の総局長令）は整備され見込
みであるものの、(1) これまで長く議論されてきたにもかかわらず、同令がいまだ制定されていな
いこと、(2) プロジェクトの回復ガイドラインの内容がどの程度これら通達に反映されるかが不明
確であることが、今後の予算や人員の確保の見通しをやや不透明にしている部分がある。この状況
を総合的に判断して、持続性は「中程度」と評価した。 

 
 

４．提言 
４－１ プロジェクトに対する提言 

(1) 回復活動の普及支援 
1) PHKA による活動の普及を支援するため、プロジェクトは PHKA による普及計画の作成を支援する

こと。 
2) プロジェクトはこれまで、プロジェクトサイト以外の 3 つの国立公園（マヌセラ、ライワンギ・ワ

ンガメティ及びベルラン国立公園）に対して活動の紹介を行っている。このような広報活動は、今
後 PHKA が独自で行う回復活動の円滑な普及に有効と思われることから、プロジェクトは協力期間
中可能な範囲で、他の保全地域に対して活動の紹介を実施すること。 

(2) プロジェクトサイト職員の普及啓もう活動への参加の促進 
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先述のとおり、プロジェクトは既に 3 つの国立公園でのソシアライゼーションを開始している。こ
の活動に対し、本プロジェクトの対象となった 5 つのプロジェクトサイト中 3 つ（グヌン・テンゲル・
スメル、マヌペウ・タナダル、グヌン・メラピ）の職員が、プロジェクトが作成した回復ガイドライ
ンを普及する講師として協力している。プロジェクトは、その協力を通して各プロジェクトサイトが
得た知見を更に強化するため、より多くの職員がソシアライゼーションにおいて講師を務めるよう 5
つのプロジェクトサイトに働きかけを行うこと。 

(3) 民間連携の経験の文書化 
プロジェクトは、その民間連携の知見を整理し文書にまとめること。具体的には林業省や保全地域

事務所の今後の参考として、資金獲得のための広報のあり方や連携の手続きをまとめた報告をまとめ
ること。また必要に応じて、PHKA に対する提言(6)にある企業向け情報の整備を支援すること。 

(4) CSR 企業に対する情報発信 
プロジェクトは、PHKA が、同局内に担当部署を設け、資金動員活動を実施することを支援するこ

と。支援のあり方として、インドネシア駐在の日系企業等に対し、回復サイトの現状や資金の必要性、
民間企業が林業省と連携を行うための手続きや留意事項など、プロジェクトの持つ民間連携の知見を
共有することが考えられる。 

 
４－２ PHKA に対する提言 

(1) ガイドラインの位置づけの明確化 
回復活動が本プロジェクトのガイドラインに沿って実施され、成果が確実なものとなるよう、PHKA

は現在同局が作成する総局長令において、将来の保全地域の荒廃地回復における本プロジェクトのガ
イドラインが果たす役割を明記すること。 

(2) 追加的な回復活動予算の確保 
今後の回復活動予算を準備する際、PHKA は、本プロジェクトによる必要費用の試算結果を考慮に

入れ、既存の予算以上の額が確保できるよう、関係省庁に積極的に働きかけを行うこと。 
(3) プロジェクトの活動と成果の普及・活用 

1) PHKA は本プロジェクトの活動と成果とを本プロジェクト以外の保全地域に普及する具体的な計画
を策定すること。 

2) プロジェクトが終了し総局長令が制定された後、PHKA は策定した計画に沿って回復活動を確実に
普及すること。普及過程を円滑にするため、プロジェクト活動に関わった 5 つの国立公園の回復サ
イトを生態系回復のモデル事例として活用すること、あるいは本プロジェクトのインドネシア人材
をリソースパーソンとして活用することが考えられる。 

3) 本プロジェクトの回復ガイドラインを、プロジェクトの回復サイトと類似の生態系を持つ保全地域
の管理者に配布し、活用を促進すること。 

(4) 他の植生区分に関するガイドラインの整備 
PHKA は、本プロジェクトの経験を生かし、他の植生区分についても本プロジェクトと類似のガイ

ドラインを整備すること。なおここでいう「他の植生区分」とは、本プロジェクトをとおして既にガ
イドライン作成されている「マングローブ生態系」「熱帯山岳降雨林」「熱帯モンスーン林」以外の植
生区分を指す。 

(5) CFET におけるガイドラインの教材 
 PHKA は、本プロジェクトの「回復技術ガイドライン」を、林業省職員の研修教材として活用すべ
く、関係機関、特に CFET と必要な協議・調整を開始すること。 

(6) CSR 企業との連携体制の強化 
回復活動に対する民間資金を誘致するため、PHKA は、民間連携を担当するセクションを同局内に

設置することを林業省に提案すること。また CSR の一環として回復活動への協力に関心を示す企業向
けに、協力のオプションや林業省との連携の手続き等に関する情報を整備・公開すること。その手段
として、これらの情報を纏めたパンプレットの作成が考えられる。 

 
４－３ 国立公園事務所に対する提言 

(1) 荒廃地回復技術の実施計画の策定 
 本プロジェクトに参加した各国立公園事務所は、プロジェクトの回復サイトの今後の維持管理と、
園内の他の荒廃地における回復活動の展開について、具体的な実施計画を作成すること。 

(2) 資金確保に向けた努力 
 各国立公園事務所は、上記４－３ (1)の計画に必要な予算を確保するため、研究機関や民間企業から
の資金誘致に向けた広報活動を積極的に行うこと。 

(3) 地域関係者に対する啓もう活動 
 各国立公園事務所は、生態系の回復・保全に対する地域関係者（地方行政組織や地域の住民）の理
解と積極的な参加を促すよう、ワークショップや研修等をとおして、これら関係者に対し回復・保全
の重要性を発信すること。 

(4) 回復活動の知見の共有 
 各国立公園事務所は、今後 PHKA が回復活動の普及を行う際、PHKA の要請に応じ、今後回復活動
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を開始する保全地域に対して本プロジェクトの知見を共有すること。 
(5) 供与機材管理計画の策定 

 各国立公園事務所は、プロジェクトから供与された機材や施設について、管理方法や責任者を明確
にする管理計画を作成し、供与資機材の維持管理と有効活用に努めること。 

 
５．教訓 

(1) 制度面・技術面・資金面の能力向上の有用性 
 保全地域における荒廃地回復を促進するため、本プロジェクトは 3 つの側面から関係者の能力の向上に
努めた。3 つの側面からの能力向上とは、すなわち C/P 機関の制度的能力、技術的能力、そして資金ベー
スの強化を図ることである。これら 3 つは相互に密接に関連しており、どの側面の強化も回復活動の成功
に不可欠である。実際本プロジェクトにおいて政策面からプロジェクトに関わる個人の生計に至るまでさ
まざまなレベルでのインパクトが産出されたことは、このアプローチの有効性を示す一例であり、類似す
る他の案件の参考としても有用である。 
 
(2)  資金確保に向けたプロジェクトサイト間の協議の時期 
 本プロジェクトでは、資金確保に向けた C/P 自身の努力を促すため、2014 年 1 月に「民間連携チーム」
を設置した。しかしこのようなチームがより早い段階（特に 2013 年に各サイトで事業の定形が確立した段
階）で設置され議論が開始されていれば、プロジェクト終了後の回復活動資金の確保に対する C/P の意識
をより高めることが可能となったであろう。 
 
(3) 地域住民を対象とした生計向上活動実施の重要性 
 本プロジェクトでは、地域住民からの参加を得て、バイオガスや有機肥料の生産といった生計向上活動
を実施した。これらの活動自体は直接荒廃地の回復に貢献するものではないが、回復活動に対する住民の
理解の促進や、住民の森林資源への依存の軽減という効果をもたらした。そこから得られた教訓は、地域
住民の参加を促進するプロジェクトにおいては、生計向上活動をプロジェクトの活動に取り入れることが
有用、というものである。 
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Summary of Terminal Evaluation 
1. Project Overview 

Country : Republic of Indonesia Project Title : The Project on Capacity Building for 

Restoration of Ecosystems in Conservation Areas 

Issue/Sector : Forestry and Nature 

Conservation 

Cooperation scheme : Technical Cooperation 

Issue/Sector : Forestry and Nature 

Conservation 

Total cost (as of September 2014) : JPY 371,101 Thousands 

Cooperation 

period: 

(R/D) : March 2010 – 

March 2015 (5 years) 

(Extension) : N.A. 

(F/U) : N.A. 

(E/N) (Grant Aid) : N.A. 

Partner Country’s Implementing Organization : Ministry of 

Forestry’s General Directorate of Forest Protection and 

Nature Conservation (PHKA) 

Supporting Organization in Japan : Forestry Agency 

Related Cooperation : “The Project for Improvement of 

Management Capacity of Operation and Maintenance for 

SHAPWASCO” 

1-1. Background of the Project 

   Republic of Indonesia enjoys the world’s third-largest tropical forest area after Brazil and the Democratic 

Republic of Congo, which supports the livelihood of local communities and the precious biodiversity that 

provides a major wildlife’s habitat. Recent years, the importance of forest conservation and restoration has been 

internationally recognized as an effective measure for the mitigation of-and adaptation to global climate change. 

While the importance of forest conservation gains international attention at policy level, forests in Indonesia 

has suffered from a high pressure from timber production, oil palm plantation, forest fire, and natural disasters 

even in officially designated conservation areas. In recognition that conservation areas and national parks in 

particular play a central role in biodiversity conservation in Indonesia, the restoration of the degraded forests 

has been given a policy priority by Ministry of Forestry (MoF). 

As part of the MoF’s efforts to promote the conservation of ecosystems in national parks, Government of 

Indonesia requested to Government of Japan a technical cooperation to strengthen the 1) institutional, 2) 

technical and 3) financial capacity of the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation 

(PHKA), a department in charge of managing conservation areas, as well as of selected national park offices 

and other relevant stakeholders. In response to this request, JICA started “the Project on Capacity Building for 

Restoration of Ecosystems in Conservation Areas”(“the Project”) in 2010, in cooperation with the PHKA, 

national park offices, and relevant stakeholders of the restoration of degraded areas in conservation areas.  

 

1-2. Project Overview 

(1) Overall Goal of the Project 

“Restoration of degraded land contributing to ecosystem health in conservation areas is promoted.” 

(2) Project Purpose 

“Capacity of relevant stakeholders for restoration of degraded land in conservation areas is strengthened.” 

(3) Outputs 

1) “Institutional framework for restoration of degraded land in conservation areas is enhanced.” 

2)“Restoration plans of degraded land in the model sites are developed.” 
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3)“Restoration activities in the model sites are implemented.” 

 

(4) Inputs (as of Terminal Evaluation (September 2014) 

1)  Inputs provided by the Japanese side  

 The inputs of 4 long-term experts(1 Chief Advisor and 3 Coordinators) and of 1 short-term expert, 

between March 2011and March 2015 

 Training of 18 C/P staff in Japan  

 Provision of equipment in the amount 1,988 million Indonesian Rupiah(IDR) 

 Local activity cost in the amount of 16.4 billion IDR, to cover the cost of travels, honorarium, 

payment for local consultants and refreshment, among others.  

 Total 19 Counterpart(C/P）staff 

 C/P budget in the amount of 1,450 million IDR, used mainly to cover staff’s travel expenses and per 

diem related to the Project activities  
 

2. Evaluation Team  

Members of 

Evaluation 

Team 

(1) Mr. Hiroyuki HATORI, Leader of Japanese Evaluation Team/Senior Advisor of Global 

Environment Department -JICA 

(2) Mr. Hideki KAWATO, Director, International Forestry Cooperation Office, Forestry 

Agency of Japan 

(3) Mr. Yuki OKADA, Forestry and Nature Conservation Group, Global Environment 

Department –JICA 

(4) Ms. Emi YOSHINAGA, Evaluation Specialist, Japan Development Service Co. Ltd 

Period of 

Evaluation 

8th to 26th of September, 2014 Type of Evaluation: Final Evaluation  

3. Results of Evaluation 

3-1. Project Performance 

Output 1: “Institutional framework for restoration of degraded land in conservation areas is 

enhanced.”(achieved) 

 Indicator 1.1nRecommendations to streamline governmental rules, regulations and guidelines are 

prepared. ” is achieved by November 2011. A recommendation report named “A Review of Government 

Guidelines on the Restoration of Ecosystems in Conservation Areas” was prepared by the Project 

experts in Bahasa, Japanese and English languages. Following this review which recommended to the 

C/Ps the introduction of “restoration” as a new method of ecosystem regeneration, the concept of 

“restoration” and “natural regeneration” was mentioned for the first time in the government’s decree.     

 Indicator 1.2 Recommendations to improve technical guidelines are prepared” is achieved by October 

2010, where a recommendation report named “Review on the Applicable Techniques for the 

Restoration of Degraded Land” was prepared likewise in Bahasa, Japanese and English languages and 

submitted to PHKA. 

 Regarding Indicator 1. 3gRecommendations to develop strategy for mobilizing financial resources for 

restoration is prepared.”, the Evaluation Team concluded that the objective of this Indicator has been 

sufficiently met. At the time of this Evaluation, no specific strategy or recommendation document on 

financial resource mobilisation is prepared by the Project, partly because more time was spent for the 
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actual restoration activities, as well as because the Project believed that the actual efforts to find 

financial supporters would be more effective in achieving this objective than writing a general strategy 

paper on available financial resources. The Project was indeed able to establish partnerships with several 

private sector organisations and in enlisting their financial support for the restoration activities, and 

plans to summarise their private sector partnership experiences in an report tentatively named 

“Restoration Activities through Partnership with Private Sector” by the end of its cooperation. For this 

achievement, the Team concluded that the objective of this Indicator was sufficiently satisfied. 

 

Output 2: Restoration plans [of degraded land] in the project sites are developed.” (achieved) 

 Indicator 2.1lProcesses of making restoration plan are documented” is achieved by the Project staff who 

manage and regularly document the restoration activities. The general process of drafting a restoration 

plan was first prepared by the Project, while the actual process was documented by the local consultants 

who oversaw the drafting of the plan in each project site. A visual flow chart of the same process was 

also created to facilitate the understanding of project participants with limited experience in 

participatory restoration activities.  

 Indicator 2.2 The restoration plans of each site are prepared” is achieved by March 2011. The 

preparation of the plans was facilitated by local consultants and was carried out in accordance with the 

participatory process explained earlier in Output Indicator 2.1.   

 

Output 3：“Restoration activities in the project sites are implemented.” (expected to be achieved) 

 Indicator 3.1bResults of the training are recorded.” is also attained. Training in such areas as restoration 

techniques, restoration plants identification and photography, and forest fire control has been delivered 

and recorded by the Project.  

 Indicator 3.2tFinal report compiling the result of restoration activities including the restored area is 

submitted to the ministry” is likely to be achieved by the end of the Project. A final report, summarising 

the 2014 activities and the overall outcomes of this Project is to be prepared by the Project in Bahasa, 

English and Japanese languages and submitted to the Ministry of Forestry by March 2015. Total 

476.12ha of land was restored through the Project activities in 5 sites by September 2014, whose figure 

the Project plans to inform to the MoF in the same final report.  

 Indicator 3.3oRestoration project(s) in each site is established” is achieved in each site by 2013.  

Standard restoration method and activities was by and large defined in all the sites by 2013, as a result 

of regular monitoring, evaluation and modification of these activities by the C/P and the Project experts. 

2010, which was the first year of the Project, was invested for the overall planning; 2011, for the proper 

start-up; and by 2013, a standard format of restoration activities took shape in each site. 

 

Project Purpose: “Capacity of relevant stakeholders for restoration of degraded land in conservation 

areas is strengthened” (likely to be achieved)  

   The two indicators for the Project Purpose are likely to be attained by the end of this Project.   

1) The attainment of Indicator 1.jA draft of Restoration Guideline that covers the necessary aspects 

(institutional, technical and financial) is in place” is likely. So far aiProcess Guideline for the 

Restoration of Degraded Land in Conservation Areas(*) (“Process Guideline”), and “Technical 
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Manual for the Restoration of Degraded Land in Conservation Areas(*) (“Technical Manual”) have 

been prepared by the Project which all together form the “Restoration Guideline” mentioned in this 

Indicator.Both the Process Guideline and the Technical Manual are composed of two books, one for 

tropical mountain rainforest and tropical monsoon forest, and the other, for mangrove forest, prepared 

in Bahasa and Japanese languages. The books on tropical mountain rainforest and tropical monsoon 

forest were finalised in January 2014, and the one on mangrove is to come out in January 2015.   

2) Indicator 2.“Relevant stakeholders (*) are equipped with the capacity to develop the restoration 

activities(**)” was assessed as generally achieved.  

 The institutional framework strengthened through this Project, which is the Restoration 

Guideline, is sufficiently utilised by the PHKA for further strengthening of the policies related 

to the restoration. The Restoration Guideline helped the PHKA identify the shape of institutional 

framework to implement the restoration activities, based on which the PHKA currently 

formulate the Directorate General’s Decrees and activity plans for future restoration activities. 

 The ability of both national park staff and the Working Group's (WG) members to apply the 

technical knowledge to the restoration activities has shown improvements. Through the training 

by the LIPI researchers and by the Japanese expert, both the staff and WG members gained the 

skills to identify the local plants, to create the sampling, and to produce seedling in respective 

project sites. Although the total recovery of ecosystems in the project sites requires time, the 

restoration activities themselves are so far carried out in accordance with the Project’s 

Guideline, indicating that the restoration techniques transferred to the stakeholders in the project 

sites are sufficiently utilized.  

 On the ability to utilize financial resources, the Project was able to realize the partnerships with 

external organizations and in building experience in MoF and the national parks to utilize 

external finances, if not to actively mobilize the finances by themselves. The funding from the 

external partnerships per se is not sufficient to cover the cost for restoration; however, they are 

highly useful to support a part of the activities such as the maintenance of restoration sites or the 

cost of contracting Field Managers.  

 

 (*) Refers to the PHKA officials and those involved in the restoration of degraded land in national parks. 

Although “those involved” may vary from site to site, it generally refers to the national park staff and the 

participants from the local community. 

(**) Refers to the knowledge and skills of those stakeholders to utilise the institutional framework, 

restoration techniques and finance for the restoration of degraded areas. 

 

3-2. Evaluation Results 

(1) Relevance : High 

1)  Consistency with Indonesia’s policies 

 The measures against the degradation and deforestation of the world’s third-largest forest resources in 

Indonesia is both an urgent task both for Indonesia and a key issue of attention by international society 

to address global climate change. Of the degraded areas that require urgent measures, the restoration of 

ecosystems in conservation areas, among others, is recognised by MoF as a symbol of ecosystems 
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conservation in Indonesia and is therefore as a policy priority.  

 The importance given to the restoration of ecosystems in conservation areas is explicit also in 

Indonesia’s current mid-term national development strategy “Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2010-2014”, which places the rehabilitation of 500 000 hectares of degraded land as 

a key action under one of nine National Priorities “Environment and Natural Disasters”. Likewise in the 

“Rencana Strategis 2010-2014” by MoF, the “conservation of biodiversity and protection of forest” 

appears on the top of 7 programmes of actions, where the “restoration of ecosystems in four locations” 

is a key indicator for this programme. According to the PHKA’s current strategy of “Rencana Strategis 

Direktorat Jerderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2010-2014”, the five restoration 

sites of this Project are the ones of seven priority locations for ecosystem restoration, providing a clear 

policy support for the activities of this Project.  

 The Government Decree No.28 issued in 2011, Ministerial Decree No.48 issued by Ministry of Forestry 

in 2014, and the two Directorate General’s Decrees being prepared by PHKA on ecosystem restoration, 

are all together evaluated as both the impacts of this Project and the policies that further strengthen the 

relevance of this Project. The Decree No.28, which stipulates that “restoration”, ”rehabilitation” and 

“natural regeneration” be the three methods to recover the ecosystems in conservation areas, was issued 

integrating the essence of the recommendations from this Project, and the details of this Decree are 

elaborated in the Ministerial Decree No.48. Accordingly to the PHKA, the two Directorate General’s 

Decrees are currently being prepared to specify further details of the techniques and implementation 

arrangements for ecosystems restoration in reference to the Restoration Guidelines of this Project. 

 

2)  Relevance to Capacity Development Need 

   This Project was also relevant to the capacity needs of Indonesia’s forestry sector, in terms of timing 

of implementation and the focus of activities. Although the restoration of ecosystems in conservation 

areas have been recognized as policy priority since before the Project, the actual measures to do so 

largely depended on natural regeneration. The effectiveness of natural regeneration method, however, 

was limited in the areas where the degradation was serious, urging PHKA to secure budget from MoF’s 

Directorate of Watershed Management Development and Social Forestry and to commence a more 

active rehabilitation of forests in 2010. The recovery of ecosystems is therefore relatively a new activity 

for both PHKA and national parks, calling for the establishment of techniques for restoration, as well as 

for the clear plans and goals for each park to implement the restoration activities. That is, the demand 

was high among stakeholders for an effective method of restoration, which justifies the relevance of the 

Project’s intervention in terms of timing and the capacity building needs.  

 

3)   Relevance of the Project Design 

 The structure of this Project is highly relevant. The activities are comprehensive and designed to 

strengthen the institutional framework, techniques and budget base which are inter-related and all 

together essential for successful restoration of ecosystems. A financial partnership with the Corporate 

Social Responsibility (CSR) companies and Indonesian research institutions, in particular, set an 

innovative example that could be referred to by other similar cooperation projects.      

 The selection of target beneficiary is assessed also as relevant, encompassing all the key stakeholders of 
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restoration at difference level, i.e., the PHKA official who oversee MoF’s ecosystem restoration policy, 

the national park staff who manage the restoration activities in the project sites, and the local 

communities whose life would be affected by the restoration activities.  

 The selection of project sites is evaluated generally relevant. Some Project participants raised a concern 

that the restoration sites in Sembliang National Park was limited to the demolished prawn farms, and 

that Project’s Restoration Guideline for mangroves created only through this experience, is not widely 

applicable. The Team however concluded that the site selection was generally appropriate, on the ground 

that the restoration of mangroves in aquaculture farms is highly technical whose experience can be 

applied for the restoration of degraded land with similar flora. 

 

4)  Relevance to Japan’s policy and comparative advantage 

   The Project is consistent with Japan’s Country Assistance Policy for Indonesia (2012) and JICA’s 

business plan. Under JICA business plan, this Project is recognized as a key part of JICA’s assistance to 

increase the capacity to deal with the global and regional issues, including environmental conservation 

and climate change. Japan’s long history of forestry technical cooperation also justifies the relevance for 

JICA to provide assistance through this Project. 

 

(2) Effectiveness: High 

   The reason for the Team’s conclusion is because the two indicators of the Project Purpose are expected to 

be achieved by the end of this Project. In deciding the rating for “Effectiveness”, the Team followed its 

agreed focus of evaluation shown in 1.1.4(3) and attached more weight to Indicator 1 (see 1.1.4(3) “Focus of 

Evaluation”) 

1)   Progress in Attaining Project Purpose Indicator 1 

 As shown in the earlier chapter, the Indicator “1. A draft of Restoration Guideline that covers the 

necessary aspects (institutional, technical and financial) is in place” is expected to be achieved by the 

end of this Project. A “Process Guideline for the Restoration of Degraded Land in Conservation Areas 

(“Process Guideline”), and “Technical Manual for the Restoration of Degraded Land in Conservation 

Areas (“Technical Manual”) have been prepared by the Project which all together form the “Restoration 

Guideline” mentioned in this Indicator. The Process Guideline describes the timeline process of all 

restoration activities from overall design to the preparation and the implementation of a restoration plan, 

and the Technical Manual elaborates the technical details to implement the restoration activities. These 

documents are created in Bahasa and Japanese languages incorporating the results of literature review 

undertaken under Output 1, as well as of the actual restoration activities in 5 project sites implemented 

under Output 2-3. 

 Taking into account the differences of ecosystems in respective project sites, two books are prepared for 

both the Process Guideline and the Technical Manual - one for tropical mountain rainforest and tropical 

monsoon forest, and the other, for mangrove. Tropical mountain rainforest and tropical monsoon forest 

version of the books were finalised in January 2014, and the mangrove version will be finalised in 

January 2015. Key elements of the Technical Manual are elaborated further in separate guidelines 

named “Field Guidebook on the Restoration of Plants” and the “Technical Manual on Seedling 

Production from Seeds”.  
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 As mentioned in “3.2 (1) Relevance” and “3.2 (5) Sustainability”, two Directorate General’s Decrees are 

being prepared by the PHKA to define the technical details and management process of restoration 

activities in conservation areas. The fact that the Project’s Restoration Guidelines are used as reference 

documents in the process of creating these Decrees not only proves the relevance and effectiveness of 

this Project, but also contributes to strengthening the sustainability of restoration techniques suggested 

by this Project.  

 

2)   Progress in Attaining Project Purpose Indicator 2 

 As discussed in “3-1 Project Performance”, the Team concluded that the Indicator “2. Relevant 

stakeholders are equipped with the capacity to develop the restoration activities” has by and large been 

achieved. 

 The institutional framework strengthened through this Project, which is the Restoration Guideline, is 

sufficiently utilised by the PHKA for further strengthening of the policies related to the restoration. The 

Restoration Guideline helped the PHKA identify the shape of institutional framework to implement the 

restoration activities, based on which the PHKA currently formulate the Directorate General’s Decrees 

and activity plans for future restoration activities. 

 The ability of both national park staff and WG members to apply the technical knowledge to the 

restoration activities has shown improvements. Through the training by the LIPI researchers and by the 

Japanese expert, both the staff and WG members gained the skills to identify the local plants, to create 

the sampling, and to produce seedling in respective project sites. Although the total recovery of 

ecosystems in the project sites requires time, the restoration activities themselves are so far carried out 

in accordance with the Project’s Guideline, indicating that the restoration techniques transferred to the 

stakeholders in the project sites are sufficiently utilised.  

 On the ability to utilise financial resources, the Project was able to realize the partnerships with external 

organisations and in building experience in MoF and the national parks to utilise external finances, if 

not to actively mobilise the finances by themselves. The funding from the external partnerships per se is 

not sufficient to cover the cost for restoration; however, they are highly useful to support a part of the 

activities such as the maintenance of restoration sites or the cost of contracting Field Managers. 

 

 (3) Efficiency : High 

   The Team’s conclusion was because all the Output Indicators were achieved, the management of 

implementation process and inputs was overall efficient, and there were innovative collaboration with 

external organisation to increase efficiency.  

1)  Attainment of Output Indicators 

   Although some activities experienced delay due to the factors such as natural disasters and frequent 

changes of C/P staff, all the activities are expected to be complete by the end of the Project and the 

indicators for the three Outputs in the Project Design Matrix (PDM) are all met. The management of 

activities in geographically disperse project sites and of the communication among large number of 

stakeholders was highly efficient, owing the cooperation from the C/Ps and to the leadership of the 

Project. In addition to the utilization of national human resources, the Project also provided pioneer 

cases of a partnership with CSR companies, which all contributed to increasing efficiency.   
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2)  The volume and quality of inputs 

 The inputs from both Japanese and Indonesian sides are evaluated as overall relevant. The inputs of 

Japanese experts and the training in Japan are provided generally as planned, and so was the assignment 

of C/P personnel and the office space for the Project by the Indonesian side. Although the input of 

short-term Japanese experts was limited only to one specialist on seedling production, the reduction in 

the number of this input was consistent with the demand for training in Indonesia and is deemed 

appropriate. The counterpart budget, which was not available in 2010 except for in the Bromo Tengger 

Sumeru National Park, has been secured since 2011 and is used mainly to cover the cost of travel for the 

staff of PHKA and of the project site national parks. 

 Most of the input of machineries and the facilities constructed by the Project have been utilised 

appropriately. Owing to the construction of 600 m mangrove trail from the port to the project site in 

Sembilang, for example, the Project stakeholders were able to access to the project site without being 

disturbed by the ebb and flow of the tide, which contributed well to the Project’s efficiency. Some other 

equipment, such as the speed boat provided to Sembilang, is underutilised due to some technical 

reasons, requiring a continuous monitoring on its use and management.      

 

3)  Other factors /efforts to increase efficiency 

 Partnership with private sector: the partnerships with such companies as Sumitomo Forestry Co.Ltd, 

Mitsui-Sumitomo Insurance Co. Ltd, PT. Yamaha Music Indonesia and PT.TS Tech Indonesia 

contributed to accelerating the restoration activities. Examples of the activities under these partnerships 

include the delivery of forest fire prevention training in Bromo Tengger Sumeru, and the restoration of 

total 105 ha of degraded land in Gunung Ciremai, Gunung Merapi.    

 Partnership with academic institutions: Indonesian Institute of Science (LIPI) contributed significant 

knowledge and experience in the delivery of training in project sites, and to the creation of the Project’s 

“Field Guidebook on the Restoration of Plants”, one of key output of this Project which summarises the 

details of about 300 tree species with their photos.   

 Other partnerships include with the staff of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), as a resource person for the Seminar hosted by the Project on the Restoration 

of Degraded Land in January 2012 ; with JICA’s “Project on Mangrove Ecosystem Conservation and 

Sustainable use in the ASEAN region”, with whom the Project organised a study tour to Mangrove 

Management Centre in Bali; and with JICA’s Project for Wild Fire and Carbon Management in 

Peat-forest in Indonesia, whose expert participated as a resource person at the Project’s fire prevention 

training in Bromo Tengger Sumeru in May 2012.   

 

 (4) Impact : Relatively High 

   The bases of the Team’s conclusions are as follows: 1) the Overall Goal indicators are likely to be 

achieved, if several conditions are satisfied; and 2) noteworthy positive impacts were observed through the 

Project implementation.   

1)   Prospect for achieving Overall Goal 

 The objective of the two Overall Goal Indicators - “1. Restoration plan(s) of other national parks 



ix 
 

reflecting the result of the project are prepared” and “2.Restoration activities reflecting the result of the 

project are initiated in other national parks” –are to increase the area coverage of the Project’s activities.  

 As mentioned in earlier sections, the PHKA currently prepares two Directorate General’s Decrees on the 

implementation of restoration activities in conservation areas, with a view to issuing them by the end of 

2014. The issuance of the two Decrees will allow the PHKA to plan the activities and budget and to start 

the socialisation activities in target conservation areas in 2015, followed by the implementation of the 

plan in 2016. Although the prospect for the two Decrees to be issued by end of 2014 is still uncertain, 

the fact that their preparation is already in progress provides the positive prospect for Overall Goal 

Indicators to be achieved within 3 – 5 years after the Project. According to PHKA, the target 

conservation areas for dissemination are 1) Gunung Leuser, 2) Kerinci Seblat, 3) Bukit Barisan Selatan 

(all in Sumtra), 4) Kutai in Kalimantan, 5) Bogani Nani Wartabone, and 6) Lore Lindu (both in 

Sulawesi).    

 While the dissemination of the Project activities may contribute to achieving the Overall Goals, the 

dissemination itself does not ensure the quality of restoration activities. Successful restoration in other 

locations requires 1）the assignment of personnel with experience either in the restoration of ecosystems 

or in the design and implementation of the activities of this Project, to assist the dissemination activities; 

and 2) the sufficient level of budget. Both of these are the Important Assumptions in the PDM for 

attaining the Overall Goal of this Project. Whether the additional human resources and the budget will 

be secured through the issuance of the Directorate General’s Decrees, will be the key to the realistic 

achievement of the Overall Goal.   

 

2)  Other impacts and spill-over effects 

   A number of positive spill-over effects were produced through the implementation of the Project. 

Examples of such impacts are shown below: 

 Impact on Policy: following the recommendations from the Project, the concept of “restoration” and 

“natural regeneration” appeared for the first time in the government’s decree （No. 28, article 29, issued 

in 2011）. The Directorate Generald in 2011om the Prrestoration activities, currently being prepared by 

the PHKA, also take into account of the Guidelines of this Project, which together count as an impact 

that this Project had on Indonesia’s forestry policy.  

 The change in participants’ awareness and behaviour: in Bromo Tengger Sumeru national park, for 

example, the Project activities raised the participants’ awareness on the value of their national park as a 

destination of ecotourism. This awareness brought about changes in the behaviour of the local 

community and national park staff and promoted cooperation among them for the voluntary 

conservation of the ecosystem in the park. Examples of such cooperation are joint patrolling, the 

cleaning of the sediments in the lakes, and the creation of a garbage disposal spot from the sediments 

utilizing the knowledge gained from this Project. In Sembilang national park, the Project stimulated the 

interest of some fish farmers in the mangrove forests, who expressed willingness to contribute to 

ecotourism in the national park.  

 Impacts on the community’s livelihood: the training provided by the Project produced several impacts 

on the lives and livelihood of the participants from the local communities. The knowledge to produce 

organic fertilisers and biogas from cow manure, for example, is actively utilised by the local 
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communities to improve their agricultural production and their own livelihood. These training not only 

had a direct impact on the livelihood of participants, but also were effective in promoting participation 

of the local community in the restoration activities and to reducing their dependency on forest resources.  

 PR effects: the Project’s activities produced public relations (PR) effects to attract the attention of 

several organisations interested in contributing their finance or knowledge. In Sembilang, for example, 

Forestry Research and Development Agency (LITBANG) expressed interest in conducting their future 

research in the Project’s restoration site. Pertamina, a state-owned oil and gas company, also has 

indicated their willingness for partnership with the Sembilang in managing the Project’s restoration site.  

 

3)  Negative impacts  

         The implementation of this Project initially raised concern among the local community that it might 

have a negative impact on their fish farms in the project sites in Sembilang. By inviting WG members to 

join a study tour in West Java and introducing them to the silvofishery, the Project was able to gain 

understanding of the community that the mangrove plantation in fact would have a positive impact on 

their fish farm. As a result, the negative impact on the fish farmers’ lives and livelihood was avoided. 

According to the Sembilang national park staff, the local community are now cooperate even for the 

mangrove planting activities implemented outside of this Project. 

 

(5) Sustainability: Moderate  

Although enabling policy framework (represented by the aforementioned Directorate General’s Decrees) 

is likely to be in place, (1) the fact it is NOT YET in place regardless of the long preparation period, and 

(2) the lack of clarity about to what extent the essence of the Project Restoration Guideline will be 

incorporated in the Director General’s Decrees, making the prospect of securing budget and human 

resources for restoration activities somewhat uncertain.     

 

1)  Enabling policy framework 

   Forestry sector policies necessary for the future restoration activities in conservation areas are 

expected to be in place, for two reasons. First, the next PHKA strategy (2015-2019) is expected to 

include a target indicator to restore 25 million hectares of land over 5 years, indicating that the 

implementation plan and arrangement necessary to achieve this indicator will also be in place. Second, 

two Directorate General’s Decrees being prepared by PHKA on the restoration activities are anticipated 

to be finalized by end 2014. The issuance of these Decrees will allow the PHKA to plan the activities 

and budget in 2015, and to implement the plan in 2016. The finalization of the Directorate General’s 

Decrees by end 2014 is therefore an essential first step to sustain the budget level without disruption 

after the Project, as well as to sustain the skills and motivation of the Project participants.  

 

2)  The organisational structure to manage future activities 

   The organizational structure within PHKA is in place, and the dissemination of future restoration 

activities are already being planned. However, whether the five national parks can continue the 

restoration activities in the same way as in the Project is uncertain. As mentioned in earlier chapters, the 

recovery of ecosystems in conservation areas has traditionally been done through natural regeneration. 
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That is, national parks were neither equipped with the experiences in managing the activities to actively 

restore the ecosystems, nor with the institutional framework to secure human resources and budget to 

undertake the restoration activities as part of their work. Whether the budget and human resources are 

secured for the national parks hinges critically upon whether the recommendations of this Project in its 

Guideline are sufficiently taken into account of PHKA Directorate General’s Decrees, as well as upon 

the timing of their issuance.  

 

3)  The Prospect for securing the budget 

   Whether the more budget will be secured for the future restoration activities is uncertain.  

 The budget that has been available to PHKA by the Directorate of Watershed Management 

Development and Social Forestry is 4,000,000IDR per hectare for the rehabilitation (or restoration, as 

named after the Project) of degraded land in conservation areas. The cost for restoration is higher than 

this amount, requiring more advanced techniques and the input of labour. The Project estimates in its 

Guideline that the total cost of the restoration activities may be up to 15,000,000～20,000,000IDR, 

including the assignment of a Field Managers (FM) and payment to local communities for their labour. 

Although PHKA is to incorporate the budget for restoration as part of their request for funding for its 

strategic plan 2015-2019, whether the requested budget will be all approved by Ministry of Finance is 

uncertain.   

 One solution for the budget concern is the aforementioned partnerships with CSR companies and with 

academic institutions, for which the Project stakeholders established Private Sector Partnership Team. 

For the team to continue its resource mobilisation activities without the support from the Project, 

however, more commitment will be necessary from each national park as well as the designation of a 

liaison person responsible for partnership activities.  

 

4)   Sustainability of skills  

 As mentioned in “3.2 (2) Effectiveness”, the restoration techniques of relevant stakeholders are being 

utilised and are expected to be sustained as long as the restoration activities continue. To ensure that the 

restoration activities continue, the aforementioned Directorate General’s Decrees should be in place to 

create opportunities for the Project stakeholders to utilise their skills. If the Guidelines of this Project is 

sufficiently taken into account of the Decrees, that will increase the importance and applicability of the 

knowledge and techniques that the stakeholders gained through this Project.   

 One way of disseminating further the concept and techniques of restoration within MoF, is to share the 

Project’s guidelines also to the offices or centres of the ministry not involved in the restoration. An 

example of such offices/centres is the Centre for Forestry Education and Training (CFET), a centre 

responsible for delivering the training for MoF officials.  

 On another note on Sustainability, the formulation of a management plan of the equipment provided to 

the National Parks, and the clarification of contact persons to manage each equipment/facilities, will 

ensure Sustainability from a different angle.  
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3-3. Factors that contributed to achievements of goals 

 (1) Factors relating to Project Design 

 Consistency of the Project’s focus with the capacity building needs of target beneficiary. Owing to this 

factor, the Project could gain the positive cooperative from the C/P. 

 The design of this Project that incorporates 3 key elements essential for successful restoration activities: 

institutional framework, technical skills and financial base of the C/P organisations. This design helped 

the Project to lay down an effective policy framework within which to best utilize the restoration 

techniques acquired through this Project, as well allowed the transfer of Project’s know-how to the C/Ps 

on financial resource mobilization necessary to administer framework.  

(2) Factors relating to Implementation Process  

 Utilisation of local human resources. The knowledge of local experts and consultants, some of whom 

are the former MoF officials, contributed highly to ensuring the quality of the Restoration Guidelines 

and capacity building by the Project.  

 Assignment of FMs to each project site, which allowed a thorough supervision of restoration activities 

on-site. The direct employment of the Field Managers, instead of contractual consultants, also allowed 

the Project to ensure the continuity of activities without interruptions during the renewal of contract (as 

was the case with consultants).  

 The positive cooperation from WG members, owing mainly to the incentives given to them by the 

Project, such as the opportunity to participate in a study tour or the payment for their labour. 

 

3-4. Issues/factors that caused the issues 

(1) Factors relating to Project Design: NA  

 

(2) Factors relating to Implementation Process: the following were noted during the Project implementation as 

the factors that affected or almost affected the progress of some activities, although they did not hinder the 

overall efficiency.   

 Due to the delay in agreeing on the on the selection of project sites before the Project, basic preparation 

work to start the Project (such as signing on the Record of Discussion) had to be completed during the 

Project, delaying the start of the Project activities. The schedule, however, later caught up and all the 

planned activities are expected to be complete within the Project period.  

 Natural conditions that affected the progress of activities in some sites, including the eruption of a 

volcano in Merapi National Park in 2010. Although the incident did not hinder the attainment of Output 

indicators, the progress of some activities (such as baseline survey in Merapi) in the first half of the 

Project had to be postponed. 

 

3-5．Conclusion 

   The “Project on Capacity Building for Restoration of Ecosystems in Conservation Areas” provided 

technical cooperation to MoF’s PHKA with an objective to developing the capacity of the PHKA, five target 

national parks, and the local community WGs to plan and implement the restoration activities in conservation 

areas in Indonesia.  

Since March 2010, the Project worked with the target beneficiaries to (1) strengthen the institutional 
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framework for restoration of degraded land in conservation areas (Output 1), (2) facilitate the development of 

restoration plans in the project sites in five target national parks (Output 2), and (3) improve the skills of the 

park staff and WGs to implement the restoration activities in the project sites (Output 3). Based on the 

experience gained through Output 1-3 activities, two documents – a “Process Guideline for the Restoration 

of Degraded Land in Conservation Areas” and “Technical Manual for the Restoration of Degraded Land in 

Conservation Areas” – are produced, which together form the “Restoration Guideline” as a major outcome of 

the Project.  

   In the process of implementation, the Project experienced challenges posed by such factors as natural 

disasters and the frequent changes of C/P personnel. Owing to the good cooperation from the C/Ps and to 

leadership of the Project, however, the implementation schedule and the provision of inputs were generally 

on time and appropriate. As a result, all the indicators for Output 1-3 were achieved, and the Project is likely 

to achieve its primary objective of “Capacity of relevant stakeholders for restoration of degraded land in 

conservation areas is strengthened” by the end of its five-year cooperation in March 2015.  

 

In view of these achievements, the Team evaluated the Project’s performance as follows:  

 Relevance is “high”, for the relevance of the Project’s objective and design to the policies of Indonesia 

and of Japan, and to the capacity building needs of Indonesia’s forestry sector; 

 Effectiveness is “high”, because the indicators of the Project Purpose are successfully achieved and the 

objective of this Project was met; 

 Efficiency is “high”, because all the Output Indicators were achieved, the management of 

implementation process and inputs was overall efficient, and there were innovative collaboration with 

external organisation to increase efficiency; 

 Impact is “relatively high”, because the Overall Goal indicators of this Project are likely to be 

achieved, and because many positive impacts are produced through the Project implementation. The 

Team however noted the need for the increased budget and human resources in restoration sites, for 

which the urgent issuance of the two Directorate General’s Decrees by PHKA is essential;  

 Sustainability is “moderate”. Although enabling policy framework is likely to be in place, (1) the fact it 

is NOT YET in place, and (2) the lack of clarity about to what extent the essence of the Project 

Restoration Guideline will be incorporated in the Director General’s Decrees, are lowering the prospect 

of securing budget and human resources for restoration activities somewhat uncertain.     

 

   In sum, the Project was appropriate and successful in meeting the needs of the target beneficiary, and the 

knowledge and skills of the stakeholders are likely to be sustained IF the sufficient budget and human resources 

are secured for the future restoration activities. For this to realise and to ensure sustainability, an institutional 

framework that takes into account the Project’s Guideline has to be in place, through the urgent issuance of 

Directorate General’s Decrees.   

4．Recommendations 

4.1  Recommendations to the Project  

(1) Assist PHKA in disseminating restoration activities 

 The Project will assist the PHKA in creating the detailed dissemination plan of the Project’s activities 

and outputs, to facilitate the PHKA’s efforts in disseminating the Project activities.   
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 To the extent possible within its cooperation period, the Project will continue its efforts to introduce the 

activities of this Project to other conservation areas. Such public relations activities – which the Project 

already initiated in three conservation areas other than the project sites – will likewise facilitate the 

PHKA’s own efforts in promoting the restoration activities in the future.  

(2) Encourage project site staff to contribute to socialization 

   As mentioned above, the Project already initiated the socialization  in three national parks (Manusela, 

Laiwangi-Wanggameti and Baluran), to which the national park staff of three project sites (Gunung 

Bromo-Tengger-Semeru, Manupeu Tanah Daru and Gunung Merapi) cooperated as the lecturers on the 

Project’s Restoration Guideline. The Project will encourage more staff of the five national parks to work 

also as the lecturers at the socialization meetings, to strengthen their own knowledge and skills gained 

through this Project.  

(3) Document the know-how of Private Sector Partnership 

   The Project will summarise in a report its knowledge and experience in the partnership with private 

sector. Such a report will serve as a reference document for MoF and for the offices in conservation areas, 

and will include the PR activities for resource mobilisation and the administrative procedure for cooperating 

with the companies. When deemed necessary, the Project will also assist the PHKA in undertaking the 

recommendation shown in 4.2. (6) below, i.e., to organise the information on CSR partnership.  

(4) Promote information-sharing with CSR companies 

   The Project will support the PHKA to establish a unit to mobilise CSR financing. One way of achieving 

this objective is for the Project to share its partnership experience with the Japanese companies in Indonesia. 

Such information may involve the progress of restoration in the project sites, the need for financing for the 

restoration, the specific procedures to arrange a partnership with MoF, and other issues for them to note.   

 

4.2  Recommendations to PHKA 

(1) Clarify the role of the Project’s Restoration Guideline  

   In the Directorate General’s Decrees currently being prepared by PHKA, PHKA will make a clear 

reference to the role that the Project’s Restoration Guideline plays in the future activities to restore the 

degraded land in conservation areas. Such a reference will ensure the restoration activities in consistent 

with the Project’s Guideline, as well as the successful outcome of these activities.     

(2) Secure the additional budget for restoration activities 

   When preparing the budget for future restoration activities, PHKA will take into consideration of the 

estimate of restoration cost by the Project and seek active support from relevant ministries to secure the 

increased budget for the future restoration activities.  

(3) Disseminate /utilise the Project’s activities and outputs   

 PHKA will prepare, in writing, a detailed plan to disseminate the Project’s activities and outputs to the 

conservation areas other than those participating in this Project.  

 Upon the issuance of the Directorate General’s Decrees, the PHKA will ensure that the above 

dissemination plan be implemented. The use of the restoration sites in the five national parks as the 

model examples of ecosystem restoration, or the utilisation of the Indonesian experts from this Project 

as resource persons, may facilitate such a dissemination process.  

 The PHKA will ensure that the Restoration Guideline be distributed to and utilised by the managers of 
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other conservation areas with ecosystems similar to the restoration sites of this Project.  

(4) Formulate the Guidelines for the remaining other ecosystems 

   Making use of the experiences from this Project, PHKA will formulate Restoration Guidelines similar to 

the ones created by the Project also for other ecosystems. The “other” ecosystems are those other than 

mangrove, tropical mountain forests, and tropical monsoon forests for which the guidelines are already in 

place through this Project.  

(5) Utilise the Restoration Guideline for CFET training 

   PHKA will start the discussion and coordination with relevant authorities and with the Centre for CFET 

among others, to use the Guideline of this Project as text books for the training of the MoF officials. PHKA 

shall support CFET to organize training courses concerning conservation areas management (such as zoning 

and boundary) to develop capacity of national park staff, by providing resource persons/materials, and the 

Restoration Guidelines of this Project. 

(6) Strengthen Partnership with CSR companies 

   To attract the private sector financing for the restoration activities, PHKA will recommend MoF to 

permit the PHKA the establishment of a unit within the Directorate in charge of the partnership with private 

companies. PHKA will also organise and make available the information that clarifies the options and 

administrative procedure for cooperation with MoF, as a reference for the private companies interested in 

the restoration activities as part of their CSR activities. One way of summarizing such information is to 

create a brochure.  

 

4.3．Recommendations to the National Parks 

(1) Prepare an implementation plan for restoration: Each five national park involved in this Project will prepare 

a detailed implementation plan to maintain the Project’s restoration sites and to disseminate the restoration 

activities to the degraded land other than the project sites within their national park.  

(2) Increase efforts for resource mobilisation: The five national parks will increase the PR activities to attract 

the cooperation from academic institutions and private companies, by way of securing budget necessary for 

the implementation of the plan prepared in 4.3.(1) above. Especially, each park will encourage the active 

partnership with universities, research institutions or Non-Governmental Organizations (NGO), so that they 

can utilise the project sites for their research and ensure the maintenance and monitoring of these sites.   

(3) Raise awareness of local stakeholders: The five national parks will increase its efforts to promote 

understanding and participation from local stakeholders (such as local authorities and communities) for the 

restoration and conservation of ecosystems in conservation areas. Such efforts could take a form of a 

workshop or training, to explain to them face-to-face the importance of ecosystem restoration and 

conservation.    

(4) Share experiences of ecosystem restoration: When requested by the PHKA during the PHKA’s activities to 

disseminate the restoration activities, the five national parks will share their experiences of this Project with 

the conservation areas who will initiate the restoration activities in the future.  

(5) Ensure proper management of provided equipment and facilities: The five national parks will formulate a 

plan to manage the equipment and facilities provided by this Project and to designate the staff to do so. The 

five parks will also ensure that the provided equipment and facilities be effectively utilised and maintained. 

(6)  
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5. Lessons learned 

   Below are the lessons learned by JICA through the implementation of this Project.   

(1) The effectiveness of including institutional, technical and financial capacity building into project 

design. 

   To promote the restoration of degraded land in conservation areas, the Project sought to strengthen three 

different types of capacity of the stakeholders - the institutional capacity, technical skills, and financial base 

of the counterpart organisations. All three aspects of capacity are inter-related and all together essential for 

successful restoration activities, and the Project proved the effectiveness of this approach by producing 

noteworthy impacts on Indonesia’ policies and on the livelihood of local communities. The usefulness to 

include the institutional, technical and financial capacity development activities can be a reference also for 

the other projects with similar setting. 

 

(2) Importance of initiating financial mobilisation activities at the early stage of project implementation. 

   It was not until the fourth year of this Project in January 2014 that a “Private Sector Partnership Team” 

was established, to encourage the C/Ps’ own efforts for financial resource mobilization. The timing to set up 

such a Team, however, could have been earlier, preferably soon after the routine restoration activities were 

established for each site in 2013. Initiating the discussion at this timing would have allowed the C/Ps to 

prepare themselves better for the future resource mobilization for the restoration activities after the Project. 

 

(3) Importance of including the livelihood activities for local communities.  

   Although the activities by the Project to improve the livelihood of the local communities (such as the 

production of biogas or organic fertilizers) do not itself contribute directly to the restoration of ecosystems, they 

did contribute to promoting the understanding of the local communities for the restoration activities and to 

reducing their dependency on forest resources. The lesson learned from this experience is the importance for a 

project to include livelihood activities, if the project aims to promoting the participation of local communities. 

 



 

第１章 調査評価の概要 

 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

「保全地域における生態系保全のための荒廃地回復能力向上プロジェクト（以下、「プロジェク

ト」と記す）」は、インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）の主要な生態系を代表

する 5 つの国立公園において、荒廃地回復に必要な関係者の能力向上を目的に、2010 年 3 月から

5 年間の予定で開始された二国間技術協力プロジェクトである。 

国際協力機構（Japan International Cooperation Agency: JICA）は、１）事業の改善、２）説明責

任（アカウンタビリティ）の向上を目的に、プロジェクト毎の評価を実施している5。この目的の

実現に向け、本終了評価調査は特に以下の趣旨で実施された。 

(1) 本プロジェクトのプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）

（2010 年 3 月作成）（別添 1 ANNEX 1）に基づき、プロジェクトの実績・進捗・目標

の達成見込みを確認する。またプロジェクトの活動に影響を及ぼしている要因を確認・

検証する。 
(2) (1) の結果を基に、経済協力開発機構（Organization for Economic Cooperation and 

Development：OECD）が提唱する 5 項目基準を用いて、プロジェクトの業績を評価する。 
(3) 今後のプロジェクト活動に対する提言と、将来 JICA が実施する類似事業に向けた教訓

を抽出する。 
(4) (1)～(4)の結果を、合同評価報告書（英）に取りまとめ、これを付属資料とした協議議事

録（Minutes of Meeting: M/M）（付属資料 1）に署名する。 
 

１－２ 調査団の構成 

本調査は、2010 年 5 月に日・インドネシア双方の関係者間で合意された討議議事録 (Record of 

Discussions：R/D) 第 5 条（「合同評価」）に基づき、インドネシア側評価団員と合同で実施された。

双方の団員名、及び日本側団員の訪問日程は以下のとおりである（詳細な調査日程は付属資料 1・

ANNEX 2 “Evaluation Schedule”を参照）。 

 

(1)  インドネシア側評価団 
1）Prof.Dr.Ir. Ani Mardiastuti,MSc(*) 

Leader of Indonesian Evaluation Team/ Professor, Department of Forest Conservation and 
Ecotourism, Faculty of Forestry, Bogor Agricultural University 

2）Prof.Dr.H.M. Bismark,MSc 
Centre for Research and Development of Conservation and Rehabilitation, MoF 
(PUSKONSER) 

3）Dr. Ir. Lies Rahayu Wijayanti Faida, M.P(**) 
Faculty of Forestry, Department of Forest Resource Conservation, Gadjah Mada University 

 (*) 不在期間にはアシスタントの Mr. Ilham Kurnia Abywijaya が出席 
 (**)不在期間にはアシスタントの Ms. Amalia Anindia が出席 

 

(2)  日本側評価団（敬称略） 

1）総括：  羽鳥祐之 JICA 国際協力専門員 

2）植生回復/森林行政： 川戸英騎 林野庁 森林整備部 計画課 海外林業協力室 室長 
3）協力企画：  岡田裕貴 JICA 地球環境部 自然環境第一チーム 職員 

                                                  
5 「新 JICA 事業ガイドライン 第 2 版(2014 年 5 月)」より。 
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4）評価分析：  吉永恵実 (株)日本開発サービス 研究員 

 

１－３ 調査日程 

本件調査は、2014 年 9 月 8 日（月）～26 日（金）の日程で行われた（付属資料 1・Annex2、そ

の間訪問した関係者の氏名は付属資料 1・Annex 9 参照）。 

 

１－４ 対象プロジェクトの概要 

１－４－１ プロジェクトの背景 

インドネシアは広大な森林面積を有し、ブラジルとコンゴ民主共和国に次いで世界第 3 位の

熱帯林面積を有し、野生動植物の主な生息地として、世界的にも貴重な生物多様性を支えてい

る。また、近年では、気候変動対策の観点からもその保全と回復の重要性が国際的に注目され

ている。しかしながら、木材生産やオイルパームプランテーション等のための森林開発、森林

火災、自然災害等により森林減少・劣化の圧力は高く、保全地域として法的に指定されている

森林についても例外ではないのが現状である。このため、荒廃した森林の回復が急務となって

いるが、喫緊の課題としては、生態系保全の要として位置づけられている保全地域が優先的に

対処すべき地域であり、なかでも国立公園における荒廃地回復の取り組みの強化があげられる。 

このような課題に対処するための取り組みの一つとして、国立公園を所管する林業省森林保

護・自然保全総局〔Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam（Forest Protection and Nature 

Conservation）：PHKA〕及び各国立公園の体制の更なる強化があげられており、インドネシア

政府は、保全地域における生態系保全のための荒廃地回復について、１）制度、２）技術及び

３）資金の 3 つの側面から能力向上を図ることを内容とする技術協力を 2007 年度にわが国に対

し要請した。これを受けて独立行政法人国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：

JICA）は、PHKA 及び関係する国立公園管理事務所をカウンターパート（Counterpart: C/P）機

関とし、5 年間の予定で技術協力プロジェクトを開始した。
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１－４－２ プロジェクトの骨子 

(1) 基本情報 

【プロジェクト名】 「保全地域における生態系保全のための荒廃地回復能力向上プロジェク

ト 
【協力期間】 2010 年 3 月～2015 年 3 月 

【インドネシア側実施機関】 ● PHKA 
● 本プロジェクトの回復サイトとなる 5 つの国立公園 

(1) スンビラン国立公園（南スマトラ） 
(2) グヌン・チレメイ国立公園（西ジャワ） 
(3) グヌン・メラピ国立公園（ジョグジャカルタ、中央ジャワ） 
(4) ブロモ・テンゲル・スメル国立公園（東ジャワ） 
(5) マヌプ・ダナダル国立公園（東ヌサテンガラ） 

【主要なメンバー】 ● プロジェクト・ディレクター〔PHKA 森林保護・自然保全課（Directorate 
of Conservation Areas and Protection Forest Development）課長〕 

● プロジェクト・マネージャー（PHKA 森林保護・自然保全総局課職員）

● サイト・マネージャー（対象 5 国立公園事務所 所長） 
● PHKA 職員 
● JICA 専門家チーム（日本人及びインドネシア人専門家） 

(2) プロジェクトの目標・指標〔プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）より引用〕 

【上位目標】 「保全地域における生態系保全のための荒廃地回復活動が促進される。」 
指標 1 プロジェクトサイト以外の国立公園において、プロジェクト成果を

反映した荒廃地回復の計画が策定される。 
指標 2 プロジェクトサイト以外の国立公園において、プロジェクト成果を

反映した荒廃地回復の活動が開始される。 
【プロジェクト目標】  「保全地域における荒廃地回復のための関係者の能力が強化される。」 

指標 1 制度面、技術面、資金面の各課題に対処した「Restoration Guideline」
の草稿が準備される。 

指標 2 荒廃地回復活動の実践に必要な能力が関係者に備わる。 
【成果１】 「保全地域の荒廃地回復のための体制が強化される。」 

指標 1.1 政府の各種法令、規程、指針の間の整合性を図るための提言が準備

される。 
指標 1.2 既存の技術指針を改善するための提言が準備される。 
指標 1.3 荒廃地回復事業の資金源確保に向けた戦略策定のための提言が準

備される。 
【成果２】 「プロジェクトサイトにおいて荒廃地回復の計画が策定される。」 

指標 2.1 各プロジェクトサイトにおいて荒廃地回復計画の策定手順が書類

や映像等により記録される。 
指標 2.2 各プロジェクトサイトの荒廃地回復計画が準備される 

【成果３】 「プロジェクトサイトにおいて荒廃地回復活動が実施される。」 
指標 3.1 研修結果が記録される。 
指標 3.2 回復面積を含め、荒廃地回復の結果を取りまとめた最終報告書が林

業省に提出される。 
指標 3.3 各プロジェクトサイトにおいて、回復事業の手本（型）が定まる。
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第２章 終了時評価の方法 

 
２－１ 評価の手法 

本調査は、『新 JICA 事業ガイドライン（第 2 版）』（2014 年 5 月）を指針として、PDM を用い

てプロジェクト活動の成果を測定・評価する手法で実施した。PDM とは、活動実施に必要な投入

要素や期待される成果を包括的に示す、プロジェクトの設計図である。本調査においては、プロ

ジェクトの PDM（2010 年 3 月）（付属資料 1・ANNEX 1）を用いて、以下の (1)～(4)の作業を実

施した。 

 

(1) プロジェクト実績の検証 

 成果の測定：PDM に示された成果目標がどの程度達成されているかを、同じ PDM に記載

された測定指標を用いて確認した。また活動に断続や遅延が生じた場合、計画と実績が異

なる場合はその理由を確認した。併せて、これまで確認された実績に基づき、上位目標の

達成の見込みを確認した。 

 実施プロセスの検証：プロジェクト活動の実施過程に影響を及ぼした要因を検証した。例

としてプロジェクトの運営体制、関係者のコミュニケーションやオーナーシップ、自然災

害、政治・経済的要因など、PDM の指標のみでは捕捉が困難な影響が挙げられる。 

 活動・投入～成果～プロジェクト目標の因果関係の検証：プロジェクトの活動がどの程度

目標達成に貢献したか、また PDM 上の活動以外に、プロジェクト目標の達成に貢献した

要因、あるいは阻害した要因の有無等を確認した。 

 

(2) 経済協力開発機構の 5 項目基準による評価：(1)の検証結果を、OECD が「開発援助の評価

のための原則」（1991 年）において提唱する評価基準を用いて評価した。その評価基準と

は「妥当性」「有効性」「効率性」「インパクト」「持続性」であり、それぞれについて「高

い」「比較的高い」「中程度」「低い」等の格付けを行った。各基準の詳細は下表２－１の通

りである。 

 

表２－１ OECD の 5 項目評価基準 

1. 妥当性 プロジェクトの設計やアプローチが対象国の政策や受益者のニーズに合致す

るか、日本の援助政策や比較優位に合致するか等で評価する。 
2. 有効性 プロジェクト目標の達成度で評価する。評価の際は、プロジェクト目標の指

標の達成度と、達成に貢献した、あるいはこれを阻害した要因の影響等も勘

案する。 
3. 効率性 投入が成果に転換される過程の効率を評価する。具体的には投入の量・質・

タイミングの適切性、運営の効率性、その結果としての活動の進捗や成果の

発言状況等の視点から評価する。 
4. インパクト 主に上位目標の達成見込みと、プロジェクト実施過程で生じた想定外の効果

や正・負の影響の有無で評価する。 
5. 持続性 プロジェクトの効果が協力終了後も持続する見込みで評価する。具体的には

プロジェクトの成果持続を担保する政策・制度の有無、今後の実施体制の有

無、移転した技術の修得状況、予算の確保状況等で評価する。 
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(3) 提言・教訓の抽出：(1)、(2)の結果に基づき、プロジェクトが残りの期間、あるいは協力終

了後継続して実施すべき活動を提言した。またプロジェクトの経験から、今後 JICA が実

施する類似案件に参考となる教訓を抽出した。 

 

２－２ データの収集方法 
データや情報の収集にあたっては、事前に評価設問を作成し、設問の回答に必要な情報収集方

法を「評価グリッド」（付属資料 2）に取りまとめた。本評価に使用したデータ・情報の主な収集

方法は以下のとおりである。 

 

 表２－２ データ・情報の主な収集方法 

データ収集方法 情報源 

1) 文献調査 プロジェクトの進捗報告書、成果品、本プロジェクトの詳細

計画報告書及び中間レビュー報告書、インドネシアの国家/分

野政策及び政令、研修実績や活動予算等。 

2) 質問票調査 PHKA のプロジェクト・ダイレクター及びマネージャー、対

象 5 つの国立公園のサイト・マネージャー、各公園に配置さ

れたプロジェクトのフィールド・マネージャー（FM）（プロ

ジェクトの構成要員とその役割分担については「１－４－２

プロジェクトの骨子」及び「３－４ 実施プロセス」参照）

3) 聞き取り調査 JICA 専門家、プロジェクトのナショナル・スタッフ、PHKA
とセンビラン国立公園、グヌン・メラピ国立公園の C/P 職員、

住民ワーキンググループ（WG）メンバー、プロジェクトに協

力した日本企業、林業省林業教育研修センター（CFET）等。

4) 現地踏査/直接観察 供与機材の使用状況や活動現場を直接観察するため、スンビ

ラン国立公園、グヌン・メラピ国立公園を視察した（詳細な

訪問日程は付属資料 1・Annex2 参照） 

 

２－３ 評価における留意点 
「１－４－１ プロジェクトの背景」で述べたとおり、本プロジェクトは、荒廃地回復に主要

な役割を果たす関係者の能力を、１）制度、２）技術、３）資金の 3 つの側面から向上する協力

である。これら 3 つの側面のうち、本調査では、特に１）制度面の能力向上の度合いに注目して

評価を行った。荒廃地の「回復」はインドネシアにとって新しい概念であり、PHKA にとって、

回復活動に必要な人員・予算を確保するための根拠となる制度的枠組みの整備が急務であるとい

うのがその理由である。 
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第３章 プロジェクトの実績 

 
３－１ 成果の達成状況 

成果１：「保全地域の荒廃地回復のための体制が強化される」 

【活動の概要】成果１では、荒廃地回復活動の実施体制に関する既存文献のレビューと、本プロジェク

トの最終成果品である「回復ガイドライン」の内容の検討を行う（ガイドラインの詳細は「３－２ プ

ロジェクト目標の達成状況」を参照）。具体的には制度・技術・資金の各面の課題を確認し、それぞれに

ついて改善に向けた提案を行う。また文献レビューの結果を踏まえ、ガイドラインの作成に着手する。

1.1   「政府の各種法令、規

定、指針の間の整合性

を図るための提言が準

備される。」（達成） 

 

本指標は 2011 年 1 月までに達成されている。 
 本指標の主な目的は、荒廃地回復に係る既存の政令・規則をレビュ

ーし、保全地域で荒廃地回復を実施する上での制度上の課題と、課

題への対策を見極めることである。 
 本指標の提言にあたる報告書として、レビューした政府文献等の概

要・問題点・改善案をとりまとめた「保全地域における生態系回復

に関する政府ガイドラインのレビュー」が、プロジェクト専門家に

より 2010 年 11 月までに準備されている。和文、英文、尼文の 3 カ

国語でまとめられたこのレビューでは、プロジェクトで確認した 10
の林業省の法令やガイドラインについて共通する問題点が指摘さ

れ、それぞれについて改善案が提示されている。 
 本レビューの作成は、2 つの面で有用であった。第一に、「回復プロ

セス・ガイドライン」作成の際、その内容や位置づけの決定に本レ

ビューが重要な役割を果たした。第二に、本レビューを通し「回復」

という新たな生態系の再生手法を C/P に発表・提言した結果、「天然

更新」及び「回復」という概念について初めて政府規定が設けられ

ており、関係者はこれを本プロジェクトの大きなインパクトである

と捉えている。具体的には 2011 年政令第 28 号「自然保護地域及び

自然保全地域の管理」第 29 条（2011 年 5 月 19 日）で「生態系の再

生は『天然更新（mekanisme alam）』『復旧（rehabilitasi）』『回復

（restorasi）』から成る」ことが明示され（注）、続いて関連する林業

大臣令が 2014 年 7 月に発行している。PHKA は現在、生態系再生の

手法に関する技術的な詳細と、回復活動のモニタリングの手法とを

それぞれ規定する 2 つの総局長令を作成中であり、同令を基に今後

の活動の計画化・予算化を行う予定である。 
 
 表３－１「保全地域における生態系回復に関する政府ガイドラインの

レビュー」の提言（概要） 

(1) 政府文献における用語を改善する。例えば保護林・生産林を対

象とする「復旧（Rehabilitasi）」と、保全護林を対象とする「回

復（Restorasi）」との差異を明確にする。  
(2) これまで未制定であった、保全林における生息域・生物多様性

回復に関するガイドラインを制定する。 
(3) 天然更新のための技術開発を進め、開発された技術をガイドラ

インに盛り込む。 
(4) 半乾燥地における復旧・回復技術を開発し、これをガイドライ

ンに導入する。 
(5) 森林復旧・回復に関する伝統的知識を調査・記録し、その適用

可能性を調査し、その結果をガイドラインに取り入れ普及す

る。 
（注）上述の政令第 28 号で取り扱う生態系は広く動植物相を対象として
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いるが、本プロジェクトの回復対象は植物のみである。したがって以後、

植生の回復のみを論ずることとしたうえで、それぞれの用語の定義は表

３－２のとおりである。 

 

表３－２ 生態系再生の 3つの手法の定義 

 
 

「天然更新」 植林することなく、母樹から種子が散布され天然に

発生した稚樹により植生を回復することが一般的な

定義。表現を変えれば荒廃した植生の自然遷移によ

る回復である。 
「復旧」 インドネシア林業相政令第 76 号第 1 条の用語の定義

の中で、以下のように定義されている。「森林・原野

の復旧（rehabilitasi）とは、森林・原野の機能を再生

（memulihkan）、維持及び向上させ、もって生命維持

システム（sistem penyangga kehidupan）の維持におけ

るキャパシティ、生産性及びそれらの役割が確実と

なることをいう。」つまり、復旧とは森林の機能を元

に戻すことである。 
「回復」 本プロジェクトでは回復プロセス・ガイドラインの

なかで、以下のとおりの定義をしている。「森林生態

系の回復とは、天然更新、天然更新補助作業、エン

リッチメント植林あるいは植林の手法により、荒廃

した森林を荒廃する以前の状態に近づける試み。」 

つまり、復旧が森林の機能を取り戻すことであるの

に対し、回復は機能を取り戻すことはもちろんのこ

と、荒廃した生態系そのものをもとの状態に近づけ

ることであるとしている。なお上述の法令第 28 条の

なかに「回復」の詳細な定義は記載されておらず、

現在準備が進む林業省 PHKA 総局長令で具体化され

る予定である。 

1.2   「既存の技術指針を改

善するための提言が準

備される」（達成） 

 

本指標は 2010 年 10 月までに達成されている。 
 本指標のねらいは、本プロジェクトの成果品である「回復技術ガイ

ドライン」作成の基礎情報として、既存の荒廃地回復技術や関連す

る技術指針を精査し、技術面で改善すべき点を確認することにある。

なお、このレビューの結果は、本プロジェクトの主要な成果品の一

つである「回復技術マニュアル」の基本構成の検討に活用されてい

る。 
 本指標の指すところの提言として、「荒廃地回復に関する適用可能技

術のレビュー」が、和文、英文、尼文で 2010 年 10 月に準備・提出

されている。本レビュー報告書の内容は、プロジェクトサイトの荒

廃地回復活動の適用できる 16 の技術ガイドラインを分析し、その結

果得られた所感を提言としてまとめたものである。既存の技術指針

はプロジェクトサイトの荒廃地回復に必要な技術を必ずしも網羅し

きれていなかったため、本レビューでは、整備されていない指針の

必要性を含め、既存の技術指針のあり方について広く改善を求める

内容となっている。 
1.3   「荒廃地回復事業の資

金源確保に向けた戦略

策定のための提言が準

本指標は達成されていると判断した。 
 荒廃地回復事業の実施体制を、文字通り資金面から強化するのが本

指標の目的である。具体的には民間企業や非政府組織

（Non-governmental Organisation: NGO）、学術機関等との連携関係を

構築・強化するための戦略が策定されることを前提に、必要な提言
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備される。」（達成） 

 

を行うことを意図したものである。 
 これまでの資金面での活動は、具体的な戦略や提言の作成という形

では行われていない。その理由として、既存の資金源を研究し一般

的なペーパーにまとめるよりも、具体的に資金提供者を呼び込む努

力を行う方が、連携関係の構築と資金確保により効果的、というプ

ロジェクトの判断があったためである。実際にプロジェクトは協力

期間中に複数の資金提供者と連携関係を構築し、一部のプロジェク

ト活動への外部資金の導入に成功しており（具体的な連携事例は（付

属資料 1・Annex6 参照）、その経験（連携のプロセスや手法）をと

りまとめた報告書（「民間企業等との連携による荒廃地回復事業

（仮）」の策定を予定している。これまでの資金確保の実績と、「２

－３ 評価の留意点」にかんがみ、本指標の目的は達成されると判

断した。 
 本事業が日本の協力で実施されるプロジェクトであったこともあ

り、協力期間中、企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility:
CSR）の一環としてプロジェクトに関心を示す日系企業等の資金協

力を得ることができた。このような民間連携を通し、合計 105ha の

荒廃地回復が行われている6。一部の協力はプロジェクト終了後数年

間継続が予定されているが、プロジェクト終了後の活動継続には、

既存の協力以上の資金の獲得が必要になる。そのため今後の持続的

な外部資金確保に向け、2014 年度よりプロジェクト関係者と C/P で

構成される「民間連携チーム」を設置し、今後の方針を定期的に協

議する予定である（資金面の持続可能性については、「持続性」も参

照）。 

成果２:  「モデルサイトにおいて荒廃地回復の計画が策定される」 

【活動の概要】成果２では、保全地域において実際に荒廃地回復作業を担う現場関係者の参加を得て、

具体的な活動の計画を策定する。その手順としてまず、5 つの国立公園内で荒廃地回復サイトを選定し、

ローカル・コンサルタントを活用して、活動に参加する国立公園スタッフや住民グループを巻き込みな

がら計画を策定するプロセスをサイト毎に確立する。 
【プロジェクトサイトの概要】本プロジェクトの詳細設計調査の結果とインドネシア側の意向を踏まえ

て、気候区分や植生を異にする 5 つの国立公園が対象サイトとして選択されている。なお、プロジェク

トの主要な成果品である「回復プロセス・ガイドライン」「回復技術ガイドライン」（「プロジェクト目標

の達成度」参照）はそれぞれ１）「マングローブ生態系」編と２）「山岳熱帯降雨林及び熱帯モンスーン

林」編とで構成され、スンビランの特性や経験は１）に、それ以外の国立公園については２）にまとめ

られている。 
 

表３－３ プロジェクトサイトの植生区分 

 国立公園 州・特別州 プロジェクトサイトの植生/生態系

1 スンビラン 南スマトラ マングローブ生態系 
2 グヌン・チレメイ 西ジャワ 山岳熱帯降雨林 
3 グヌン・メラピ ジョグジャカルタ、中央ジャワ 山岳熱帯降雨林 

4 ブロモ・テンゲル・スメル 東ジャワ 山岳熱帯降雨林、 湖沼生態系 

5 マヌプ・ダナダル 東ヌサテンガラ 熱帯モンスーン林 
 

                                                  
6（株）三井住友海上火災保険が 50ha、PT.ヤマハ・ミュージック・インドネシアが 50ha、PT.TS Tech Indonesia が 5 ha で計 105ha。 
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2.1   「荒廃地回復活動の策

定手順（プロセス）が

書類や映像等により記

録される」（達成） 
 

本指標は達成されている。 
 荒廃地回復活動の策定プロセスは、活動計画の策定・実施管理に関わ

ったプロジェクト・スタッフにより記録されている。 
 全体に共通する荒廃地回復計画の策定手順は、まずプロジェクトが

これを規定し、次にプロジェクトからの委託で計画策定を指導した

ローカル・コンサルタントが、実際に踏んだ手順をプロジェクトサ

イト毎に記録した。策定の手順はサイトの特性によって多少異なる

が、そこに含まれる代表的な活動は表３－４のとおりである。この

手順はその後フローチャートにまとめられ、参加型の回復活動に経

験の少ない現場関係者への指導に活用されている。 
 サイト毎の活動の記録から、5 つの国立公園の活動から得られた経

験や教訓を抽出し、インドネシアの保全地域における荒廃地回復活

動の手順を文書化した「回復プロセス・ガイドライン」が、本プロ

ジェクトの主要な成果品として 2014 年 1 月に作成されている（ガイ

ドラインの詳細は「２ プロジェクト目標の達成状況」を参照）。 
 

表３－４ 回復計画策定のためのプロセス(*) 

 プロセス 
1 各プロジェクトサイトでの荒廃地回復試行サイトの特定 
2 インセプション・ミーティング（関係機関及びローカル・コミュ

ニティに対するプロジェクト活動の説明） 
3 荒廃地回復試行サイト内外の概況調査（自然・社会経済・文化

条件に関するデータ/情報収集） 
4 各荒廃地回復試行サイトの境界画定及び図化作業 
5 主にローカル・コミュニティのメンバーから成る WG の結成

6 ベースライン調査 
7 スタディ・ツアー 
8 各荒廃地回復試行サイトにおける年間回復活動計画（案）策定

9 年間回復活動計画（案）に関するワークショップ実施 
10 ファイナル・ミーティング 

(*) グヌン・チレメイ、マヌプ・タナダル、グヌン・メラピの 3 つの公

園で採用された手順。マングローブ生態系であるスンビランでは「6．ベ

ースライン調査」が省略され、植生が異なるブロモ・テンゲル・スメル

では、サイトに見合ったプロセスが別途提案されている。 
2.2   「各モデルサイトの荒

廃地回復計画が準備さ

れる」 （達成） 
 

本指標は 2011 年 3 月までに達成されている。 
指標 2.1 で記載した住民参加型のプロセスに沿って、プロジェクト

が契約したコンサルタントの指導により、2011 年 3 月までにサイト

毎の回復計画が準備されている。なお、この時点でサイト毎の事業

内容は決定したものの、その詳細を定義した回復デザインの設計7に

まで至らなかったため、この作業は第 2 年次に持ち越されたが、全

体の実施スケジュールには影響していない。 
 

表３－５ 荒廃地回復計画の主要な内容 

（「回復プロセス・ガイドライン」より）

 内 容 
1 各プロジェクトサイトの荒廃地回復試行対象地域 
2 図面及び地域 
3 回復手法（天然更新補助作業、エンリッチメント植栽、植林等）

                                                  
7 具体的には回復サイトをコンパートメントに分割し、防火帯や家畜侵入用のフェンシング、コンパートメント毎の作業種、植栽のパターン、

受手、密度等を詳細に指示すること。 
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4 植栽技術（植栽パターン、植栽間隔、樹種） 
5 労力 
6 コスト 
7 作業工程 

 

成果３: 「プロジェクトサイトにおいて荒廃地回復活動が実施される」 

【活動の概要】成果３の活動では、対象サイトの職員や住民 WG が主体となって成果２で策定した回復

計画を実施する。サイト毎の活動運営について、2010 年～2012 年には回復計画策定に携わったローカ

ル・コンサルタントが、2012 年以降はプロジェクト直営の FM がこれを担当し、C/P やプロジェクト専

門家は随時活動をモニタリングしている（FM の役割については「実施プロセス」に記載）。サイト毎の

活動から得られた経験や教訓は、ローカル・コンサルタント及びサイト・マネージャーが定期的に報告

書としてまとめられ、本プロジェクトの成果品である「回復ガイドライン（「詳細はプロジェクト目標の

達成度」参照）」に反映されている。 
3.1  「研修結果が記録され

る」（達成） 
 

本指標は達成されている。 
 研修の記録は、活動報告としてプロジェクトによりまとめられてい

る。これまでの研修内容については参加者より高い評価が寄せられ

ており、研修の知識を活用した結果、住民の生計向上等のインパク

トが見られている（詳細は「インパクト」参照）。 
 2010 年から 2014 年 9 月の終了時評価までに、回復技術・回復植物

の同定・標本作り・森林火災対策を中心とした研修がインドネシア

及び日本で実施され、その内容は 2010 年～2011 年についてはプロ

ジェクトのローカル・コンサルタントに、2012 年以降はプロジェク

ト直営の FM により記録されている。これら記録はこれらコンサル

タントやマネージャーから提出される月例報告にまとめられている

他、プロジェクトにより協力終了までに最終報告書にもまとめられ

る予定である。インドネシアでの研修にはインドネシア科学院

（LIPI）の研究者が講師として参加している他、2012 年以降は毎年、

苗木生産技術分野の短期専門家もインドネシアに派遣されている。

 インドネシア国内の研修に加え、協力期間中本邦研修が毎年実施さ

れている。2013 年までに計 18 名が参加しており、2014 年 10 月にも

4 名が派遣される予定である（研修の詳細は「投入の実績」及び付

属資料 1・Annex5 参照）。 
3.2 「回復面積の数値を含

め、荒廃地回復活動の

結果を取りまとめた最

終報告書が林業省に提

出される」（達成見込

み） 
 
 

本指標はプロジェクト終了までに達成が見込まれる。 
 プロジェクトは 2014 年度の活動結果及びプロジェクト期間全体の

主な活動成果を取りまとめた最終報告書（尼文、英文及び和文）を

2015 年 3 月までに作成し、林業省に提出する予定である。 
 同最終報告書に記載が予定される回復面積について、2014 年 9 月ま

でに、5 つのプロジェクトサイトで合計 476.12 ha の回復活動が実施

されている。この数値を含めた回復事業の結果も、上記の報告書で

報告される予定である。 
 

表３－６ プロジェクトで回復された荒廃地の面積 

 
サイト名 

回復の手法 

 
合計面積 植栽 

エ ン リ

ッ チ メ

ン ト 植

林 

天然更

新補助

作業 

スンビラン 138 ha 20 ha 42 ha 200 ha 

グヌン・チレメイ 27.5 ha 1 ha 1 ha 29.5 ha 

グヌン・メラピ 58 ha --- --- 58 ha 
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ブロモ・テンゲル・

スメル
100 ha --- 1 ha 101 ha 

マヌペウ・ダナダル 42 ha 14.35 ha 31.4 ha 87.75 ha 

計 363.5 ha 35.35 ha 75.4 ha 476.25 ha

3.3 「各プロジェクトサイ

トにおいて、回復事業

の手本（型）が定まる」

（達成）

本指標は、2012 年度までに達成されている。

 全サイトにおいて回復活動の一連の流れが実施され、その状況を C/P
及び専門家が随時モニタリング・評価し必要な修正を加えてきた結果、

2012 年度までにはプロジェクトサイト毎の事業内容とサイクルが定着

しつつある。具体的には初年度である 2010 年度に回復事業の計画化を行

い、2011 年から具体的な活動を開始し、3 年目の 2012 年までには各サイ

トで回復事業の手本型が定まっている。

３－２ プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標：「保全地域における荒廃地回復のための関係者の能力が強化される」

1.  「制度面、技術面、資

金面の各課題に対処し

た『回復ガイドライン』

が作成・提案される」

（達成見込み）

本指標は、プロジェクト期間中に達成される見込みである。

 本指標の指すところの「回復ガイドライン」として、「保全地域にお

ける荒廃地回復プロセス・ガイドライン（プロセス・ガイドライン）」

「保全地域における荒廃地回復技術マニュアル（技術マニュアル）」

が作成済み、あるいは作成中である。これらのガイドラインは、成

果１の文献レビューと、成果２、３の現場活動の結果を踏まえて作

成された。各ガイドラインの詳細は以下のとおりである。

 サイト毎の気候や植生の違いを配慮し、「回復プロセス・ガイドライ

ン」「回復技術マニュアル」にはそれぞれ「熱帯山岳降雨林及び熱帯

モンスーン林編」と「マングローブ生態系編」の 2 種類がインドネ

シア語及び和文で準備されている。「熱帯山岳降雨林及び熱帯モンス

ーン林編」のガイドライン及びマニュアルは 2014 年 1 月に完成、「マ

ングローブ生態系編」は 2015 年 1 月頃最終化する見込みである。

 技術マニュアルのうち、特に詳細に記述すべき事項については、別

途「回復植物フィールド・ガイド」「種子からの苗木生産技術マニュ

アル」が作成されている。「回復植物フィールド・ガイド」（「フィー

ルド・ガイド」）の作成にあたっては、LIPI の研究者から協力を得た。

 成果 1.1 の指標で言及したとおり、インドネシア林業省は 2014 年 7
月、2011 年政令第 28 号「自然保護地域及び自然保全地域の管理」第

29 条の実施に関する大臣令第 48 号を制定した。現在 PHKA は、大臣

令で言及された回復事業の詳細を規定するための総局長令を作成中

であり、PHKA によればその際プロジェクトの「回復プロセス・ガイ

ドライン」「回復技術ガイドライン」が参照されている。

表３－７ 「回復ガイドライン」の概要 

(1) 「プロセ

ス・ガイドライ

ン」

活動の設計・計画策定・実施を含めた荒廃地回復活

動の一連の活動手順を時系列でまとめたもの。その

中には回復活動に必要となる資金の見積もりも含

まれている。具体的には、回復活動のプロセスを以

下の 5 つのフェーズに分け、各活動の内容を解説し

ている。「熱帯山岳降雨林及び熱帯モンスーン林編」

は尼文及び和文で 2014 年 1 月に作成完了、「マング

ローブ生態系編」については 2015 年 1 月までに作

成を完了する予定である。

第 1 フェーズ： 回復エリアの決定
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第 2 フェーズ： 回復の準備

第 3 フェーズ： 回復計画・設計の作成

第 4 フェーズ： 回復の実施

第 5 フェーズ： 回復成果の評価

（2）「技術マニ

ュアル」

上述の回復プロセスの第 4 フェーズ「回復の実施」

を、技術面から詳細に解説する指針。上記(1)のガ

イドラインと並行して作成され、2014 年 1 月まで

に尼文及び和文で完成している。

（3）「フィール

ド・ガイド」

5 つのプロジェクトサイトで採取・同定した 227 樹

種をとりまとめたもの。プロジェクトが LIPI との

協力で実施した植物調査の結果を踏まえ、2014 年 1
月までに尼文版が完成している。本ガイドは現在更

新が行われており、最終的には 292 樹種が掲載され

る他、英語版も作成される予定である。

2.   「関係者に荒廃地回復

活動を実践するために

必要となる能力が備わ

る」（達成）

本指標は達成されている。

インドネシアにおける聞き取り調査及び現地調査の結果、この指標はお

おむね達成されたと評価した。

 本プロジェクトで強化した「制度」基盤、つまりガイドライン

を活用・適用する能力は、PHKA により回復にかかる政策制度の

強化に活用されている。本プロジェクトのガイドライン作成を

通じて回復を実施する「制度」の形が具体化され、これを活用

して現在、回復に関する新たな法令作りが進み、今後の活動計

画が策定されつつある。

 国立公園職員及び WG のメンバーの、プロジェクトで学んだ技

術的知見を現場の回復活動に適用する能力にも向上がみられ

る。プロジェクトにおいて、LIPI の研究者や日本の短期専門家

により、ローカル樹種の同定や標本作り、現場の苗木生産等に

関する研修が行われ、公園職員と住民は、地域の植生と、種子

からの効果的な苗木生産技術に理解を深めた。プロジェクトで

行った植林活動が実際に荒廃地の回復につながるまでは長い時

間を要するが、これまでのところ回復活動はプロジェクトのガ

イドラインに沿って実施されており、移転された技術は関係者

に十分に活用されているものと思われる。

 「資金」の活用については、プロジェクト期間中に外部機関と

の連携が実現し、林業省及び国立公園関係者が自ら積極的に資

金の動員に乗り出すまでには至らないものの、外部機関からの

資金協力を活用するノウハウはこれらの機関に蓄積されつつあ

る。必要とされる予算全体の中で外部機関からの協力が占める

割合は大きくないが、例えば植林後の維持管理費用や FM の雇用

に充てるなど、予算の一部をこれで補填することは有用であり、

本プロジェクトで行った民間連携は、その先進的事例であると

言える。
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３－３ 投入の実績 

３－３－１ インドネシア側投入（詳細は付属資料 1・Annex4 に記載） 

(1) C/P の配置 R/D の合意に基づき、PHKA よりプロジェクト・ディレクター及びプロジェクト・マ

ネージャーに、対象とする 5 つの国立公園各事務所よりサイト・マネージャーが指

名されている。また PHKA 及び国立公園では、プロジェクト担当の職員も指名され

ている。 

(2) 施設・資機材 JICA 専門家の執務室兼会議室として、林業省内にオフィススペースが設けられてい

る。資機材は必要に応じて林業省より提供されることになっているが、これまでの

ところ需要は生じておらず、供与も行われていない。 

(3) C/P 予算   C/P 予算として、PHKA より 790,500,000 インドネシア・ルピア（IDR）（約 700

万円(*)）が提供されており、プロジェクトに関連する職員の出張費等に充てら

れている。 

 5 つの国立公園からは、合計 955,960,000 IDR（約 850 万円）が プロジェクト関

連費用として支出され、職員の旅費や日当を中心とした支払いに充てられてい

る。  

３－３－２ 日本側投入（詳細は付属資料 1・Annex4 に記載） 

(1)日本人専門家

の派遣 

プロジェクト期間中、以下の 5 名の専門家が派遣されている。 

【長期専門家】チーフアドバイザー 1 名 

荒廃地回復/業務調整 3 名 

【短期専門家】苗畑技術 1 名 

(2)施設・資機材  金額合計 1,987,820,473 IDR（約 1,780 万円）の資機材が、回復活動実施のために

供与されている。その主な内訳は車・モーターバイク・ボート・オフィス用品

の購入である。 
 作業小屋や小規模の橋の建設も行われており、その総額は 438, 000,000 IDR（約

390 万円）である。 
(3)研修 

 

PHKA 及び国立公園の C/P 計 18 名が、森林管理・自然保全・沿岸生態系・里山分野

での本邦研修を受講している。 

(4)現地活動費 会議・出張・ローカル・コンサルタントの雇用、(2)の作業小屋建設などの費用とし

て、16,396,000,000 IDR（約 1 億 45 百万円）がプロジェクトから支出されている。 

(*)1 IDR=0.00886 円（2014 年 9 月 JICA 統制レート） 

 
３－４ 実施プロセス 

本節では、プロジェクト活動の実施過程に影響を及ぼした要因を検証する。プロジェクトの運

営体制、関係者のコミュニケーションやオーナーシップ、他ドナーとの連携、自然災害や政治・

経済的要因など、PDM の指標のみでは把捉が困難な影響がその例である。  

 
(1) 活動の進捗：活動の進捗は概して良好である。自然条件の影響、C/P 職員の交代、また各

サイトに適した回復技術を模索して試行錯誤を重ねる過程で活動が滞るケースも時として

見られたが、総じて活動や投入の実施は適時適切であった。その結果、成果１～３の指標

はすべて達成が見込まれており、プロジェクトの主たる目的である「保全地域における荒
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廃地回復のための関係者の能力が強化される」についても、5 年間の協力期間が終了する

2015 年 3 月までに実現するものと思われる。 

(2) プロジェクト運営体制：（別添 1・Annex3 も参照） 
1） 関係者の役割分担：下表３－８に示すとおり、関係者は１）PHKA職員、２）対象5つの国

立公園職員、３）JICA専門家チーム、４）住民WGメンバーの4つのグループに大別される。

それぞれの構成要員や参加者は、表３－８に記載した。 
2） 意思決定とモニタリング： 
 本プロジェクトの正式な意思決定は、合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC)

で行われる。JCC は全 C/P 及び日本人専門家で構成され、年度毎の活動報告や次年度の

活動の承認、懸案事項に関する協議・決定を主たる活動とする。 

 JCC と比べより実務的な情報共有・意思決定の枠組みとして、年 3 回のプロジェクト・

ミーティングが開催されている。その主な役割は、前回のミーティング以降の活動進捗

の確認と、次回ミーティングまでの具体的な活動計画の決定の場を提供することである。 

 プロジェクト期間中の主要な出来事や懸案事項等を共有するその他の手段として、日本

人専門家により PHKA に対し、年次報告書が書面で提出されている。またプロジェクト

サイトでの活動進捗は、FM から提出される月例報告書で JICA 専門家チームに共有され

る。 
 

表３－８ プロジェクト参加者の役割分担 

   グループ名 主要な参加者 プロジェクトにおける主な活動 
 
 
 
 

C/P 

1) PHKA  PHKA 保全地域・森林保護

課長（プロジェクト・ダイ

レクター） 
 PHKA 保全地域・森林保護

職員（プロジェクト・マネ

ージャー） 
 PHKA 保全地域・森林保護

課職員 

 全プロジェクト活動の監督・モニ

タリング 
 成果１の活動への参加 

2) 5 つの国立公園 
（「プロジェクトサイ

ト」または「回復サイ

ト」） 

 各国立公園所長 
（サイト・マネージャー）

 各国立公園職員 

 活動２－３の企画・モニタリング

 成果１の活動へのインプット 
 WG への指導・地域関係者との調

整  
 3) JICA 専門家チーム  日本人専門家 

 ナショナル・エキスパート

 ナショナル・コンサルタン

ト 
 テクニカル・アシスタント
 FM 
 事務スタッフ 

 プロジェクト全体の企画・管理 
 プロジェクトの事務局としての

連絡調整 
 PHKA 及び国立公園に対する、回

復活動に関する専門知識の提供 

 4) WG 地域住民  国立公園職員及び JICA 専門家の

指導に基づく、プロジェクトサイ

ト毎の回復活動の実施 
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(3) 参加者間のコミュニケーション： 

 参加者間の連絡は、JICA 専門家チームがプロジェクトの事務局としてその調整にあたっ

ている。プロジェクトサイトへの訪問、FM からの報告、PHKA との協議等を通して確

認したプロジェクト活動に関する情報は、専門家チームで取りまとめ管理される。 

 日本人専門家とインドネシア側 C/P とのコミュニケーションは、一部プロジェクトが雇

用するインドネシア人専門家が仲介している。当分野のスペシャリストであり、かつ活

動コーディネーターとしての役割を果たすこれらインドネシア人専門家（その一部はイ

ンドネシア林業省の OB）の活用は本プロジェクトの特徴でもあり、またプロジェクト

の効率的な実施管理を可能にした貢献要因であったと思われる。 

 プロジェクト参加者間の協力関係はおおむね良好であるが、プロジェクトが各国立公園

に配置する FM の中には、活動に対する国立公園職員のより積極的な参加を求める声も

ある。回復活動の現場で直接 WG と接する FM と、活動全体の企画とモニタリングを行

う公園側とでは、その立場の違いからプロジェクトの運営に関して意見の違いも存在す

るようであるが、これまでのところ両者の関係が活動の停滞を招く事態は発生しておら

ず、また住民と国立公園職員とをつなぐ FM の存在は関係者に高く評価されている。 
 

(4) 実施プロセスにおけるその他の留意事項： 

 C/P 職員の頻繁な交代：プロジェクト前半、C/P の頻繁な交代により、新しい職員の着任

後に実施済みの説明や研修を繰り返す必要が生じるなど、一部の能力向上活動の効率が

阻害されるケースが見られた。しかし実際に現場の回復活動（苗木の生産管理や植林）

を実施するのは研修を受けた WG のメンバーであること、また現場で直接活動を管理に

FM を配置したこと等により、プロジェクトの活動自体は滞りなく進捗している。なお、

プロジェクト後半の人事異動は比較的少なく、プロジェクトを担当する C/P から継続的

な参加が得られている。 

 自然環境の影響：自然環境の回復と保全という事業の性質上、サイトによっては活動が

自然環境の影響を受ける場面も見られた。例えばプロジェクトサイトの一つであるメラ

ピ国立公園では、2010 年 10 月に園内の火山が噴火しプロジェクトサイトへの立ち入り

が 4 カ月間程禁止されたため、プロジェクトはベースライン調査の実施を延期せざるを

得なかった。またスンビラン国立公園ではプロジェクト前半に害虫による被害が、ブロ

モ・テンゲル・スメル国立公園では霜による冷害が発生し、土地に適した回復植物や技

術の確定に時間を要した。自然条件を変えることは困難であるが、予測できる環境の変

化8について、その影響に対処するための回復技術の確立が本プロジェクトの回復活動の

主要な目的の一つとなっている。 

                                                  
8  例えばメラピ山の噴火は数年に一度発生しており、その影響を受ける地域の特定等はある程度可能である。 
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第４章 評価結果 

 

この章では、これまで確認したプロジェクトの業績を、OECD の 5 項目評価基準（「妥当性」「有

効性」「効率性」「インパクト」「持続性」）の観点から評価する。またそれぞれの基準について、

「高い」「比較的高い」「中程度」「低い」という 4 段階の格付け評価を行う。 

 

４－１ 妥当性 
本プロジェクトの妥当性は「高い」。本プロジェクトの目的はインドネシア及び日本の政策に合

致し、ターゲットグループの能力開発のニーズに即したものである。また事業設計も概して適切

であったと評価した。 

 
(1) インドネシアの政策との合致： 

 「プロジェクトの背景」のとおり、世界第 3 位の面積を誇るインドネシアの森林資源の

劣化・減少防止はインドネシアにとって喫緊の課題であり、また地球規模課題である気

候変動対策として国際社会からも関心が高い。早急な対策が必要な荒廃地のうち、生態

系保全の要である保全地域における生態系の回復を、林業省はその政策において優先課

題と認識している。 

 保全地域における荒廃地の生態系の回復が優先課題であることを裏付ける政策として、

国家開発中期計画である「Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional（RPJMN) 

2010-2014」では、11 の国家優先課題（National Priority） の一つである「環境と自然災

害」において、「50 万 ha の荒廃地修復」が気候変動対策の主要な活動要素と位置づけら

れている。また RPJMN の実現のために作成された林業省の 2010 年～2014 年の戦略計画

“Rencana Strategis 2010-2014”は「生物多様性の保全と森林の保護」を、同省の 7 つのプ

ログラムの第一番目に位置づけ、「保全地域内の 4 カ所における生態系の回復を図る」こ

とを同プログラムの成果指標の一つとしている。更に PHKA の現行の戦略（Rencana 

Strategis Direktorat Jerderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2010-2014）には、

本プロジェクトの 5 つの活動サイトを含む 7 つの保全地域が回復活動の優先地域である

と記載されており、本プロジェクトの活動の優先度は、林業省の政策において明確であ

る 。 

 インドネシアでは 2011 年に「回復」「修復」「天然更新」を保全地域における生態系再生

の手法と定める 2011 年政令第 28 号が制定され、続いて 2014 年 7 月には、より具体的な

保全地域における生態系再生プロセスを規定する2014年林業大臣令第48号 が策定され

ている。生態系再生活動の技術と実施体制詳細を更に詳細に規定する 2 つの総局長令が

現在 PHKA によって作成されているが、PHKA によればこれらは本プロジェクトのガイ

ドラインの内容を参照にされているとのことである。これら政令の策定は本プロジェク

トのインパクトでもあり、また本プロジェクトの妥当性を更に強化する制度的枠組みで

あると評価する。 

(2) 開発ニーズへの合致： 

 保全地域の生態系回復が国家の優先課題と認識される一方で、これまで保全・保護地域の

植生復元は、原則天然更新を通して行われてきた。しかし荒廃の度合いが激しい箇所では天
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然更新の効果は限られていたため、PHKA は 2010 年より、2010 年～2014 年の戦略計画実施

の一環として、PHKA は同じ林業省（流域管理・社会林業局）の森林修復事業予算で、保全

地域におけるより積極的な森林の修復活動を開始したところである。つまり PHKA や国立公

園にとって生態系再生は比較的新しい取り組みであり、回復技術の確立や公園毎の実施計

画・目標の明確化が急務であった。回復事業関係者が保全地域の生態系回復に効果的な手法

を模索し始めたタイミングで本プロジェクトが実施されたことは、インドネシア林業分野に

おける能力ニーズにかんがみ適時適切であったと評価できる。        
(3) プロジェクト設計の適切性： 

 制度面・技術面・資金面という、相互に関連しながらも回復に欠かせないすべての面を

活動に組み込んだプロジェクトの構成は大変適切である。特に CSR の観点からプロジェ

クト活動に関心を示す日系企業やインドネシア研究機関との資金協力を実現したことは、

他の協力の参考となる先進的事例である。 

 ターゲットグループも適切である。回復活動に関する政策制度を司る林業省の PHKA、

回復活動を現場で指導する国立公園職員、そして活動の影響を受ける住民という、異な

る立場から回復事業に携わる関係者が包括的に網羅されている9。これまで国立公園が抱

えていた関係者間の利害の対立の緩和や、住民との協力の促進という課題への対応とし

て適切である。 
 プロジェクトサイトの選定について、調査期間中、マングローブ林の回復事業を実施し

たスンビラン国立公園では回復サイトが養殖場跡地に限定されていた。そのため、養殖

場跡地での経験のみに基づいて作成された本プロジェクトのガイドラインは、「マングロ

ーブ生態系の回復ガイドライン」と呼ぶには適用範囲が狭いとう意見もみられた。しか

し調査団としては、養殖場跡地のマングローブ林の回復は技術的に難易度が高く、そこ

での経験は類似の植生を持つ荒廃地の回復に広く適用可能であると判断し、プロジェク

トサイトの選定は概して適切と評価した。 

(4) 日本の援助政策・比較優位との合致： 

 2012 年に作成された日本の対インドネシア国別援助方針は、環境保全・気候変動等の地球

規模課題への対応能力や援助国（ドナー）としての能力の向上に寄与する方針を打ち出して

いる。これを受けて JICA「事業展開計画」は、日本の支援重点項目「アジア地域及び国際社

会の課題への対応能力向上のための支援」において、本プロジェクトを気候変動対策に資す

る案件と位置づけている。累計ベースで日本の政府開発援助の最大の受益国であるインドネ

シアにおいて、日本は林業分野の技術協力に長年の経験を有しており、日本の比較優位を生

かした協力であると評価できる。 

 
４－２ 有効性 

本プロジェクトの有効性は「高い」。本事業のプロジェクト目標「１．制度面、技術面、資金面

の各課題に対処した『回復ガイドライン』の草稿が準備される」「２．関係者に荒廃地回復活動を

実践するために必要となる能力が備わる」が、どちらも達成される見込みであることがその主た

る理由である。なお「有効性」のレーティングを決める際は、「２－３ 評価における留意点」を

考慮し、指標１により重点をおいて評価を行った。 

                                                  
9 活動の一環として実施された現場関係者への事業説明では、地方行政機関等からの参加も得ている。 
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(1) プロジェクト目標指標 1.の達成状況： 

 「プロジェクトの実績」で述べたとおり、指標「1. 制度面、技術面、資金面の各課題に

対処した「回復ガイドライン」の草稿が準備される」は協力期間内に達成される見込み

である。本指標の指すところの「回復ガイドライン」として、「回復プロセス・ガイドラ

イン」「回復技術マニュアル」が作成されている。「回復プロセス・ガイドライン」は活

動の設計・計画策定・実施を含めた荒廃地回復活動の一連の活動手順を時系列でまとめ

たもの、「回復技術マニュアル」は、回復活動の実施を技術面から詳細に解説する指針で、

それぞれ成果１の文献レビューと、成果２、３の現場活動の結果を踏まえて尼文及び和

文で作成されたものである。 

 サイト毎の気候や植生の違いを配慮し、「回復プロセス・ガイドライン」「回復技術マニ

ュアル」にはそれぞれ「熱帯山岳降雨林及び熱帯モンスーン林編」と「マングローブ生

態系編」の 2 種類が準備されており「熱帯山岳降雨林及び熱帯モンスーン林編」のガイ

ドライン及びマニュアルは 2014 年 1 月に完成、「マングローブ生態系編」は 2015 年 1

月頃最終化する見込みである。更に技術マニュアルのうち、特に詳細に記述すべき事項

については、別途「回復植物フィールド・ガイド」「種子からの苗木生産技術マニュアル」

が作成されている。 

 「４－１ 妥当性」及び「４－５ 持続性」にあるとおり、PHKA は現在、保全地域に

おける回復活動の技術的詳細と実施運営プロセスを規定する 2 つの総局長令を作成して

いる。その作成の参照にされるガイドラインが本プロジェクトによって作成されたこと

は、本プロジェクトの妥当性・有効性を高め、また回復にかかる技術の持続性に貢献し

たと評価している。 
 

(2) プロジェクト目標指標 2.の達成状況： 

指標「2. 関係者に荒廃地回復活動を実践するために必要となる能力が備わる」についても、

総じて達成されていると評価した。 

 本プロジェクトで強化した「制度」基盤、つまりガイドラインを活用・適用する能力は、

PHKA により回復にかかる政策制度の強化に活用されている。本プロジェクトのガイド

ライン作成を通じて回復を実施する「制度」の形が具体化され、これを活用して現在、

回復に関する新たな法令作りが進み、今後の活動計画が策定されつつある。 

 国立公園職員及び WG のメンバーの、プロジェクトで学んで技術的知見を現場の回復活

動に適用する能力にも向上がみられる。プロジェクトにおいて、LIPI の研究者や日本の

短期専門家により、ローカル樹種の同定や標本作り、現場の苗木生産等に関する研修が

行われ、公園職員と住民は、地域の植生と、種子からの効果的な苗木生産技術に理解を

深めた。プロジェクトで行った植林活動が実際に荒廃地の回復につながるまでは長い時

間を要するが、これまでのところ回復活動はプロジェクトのガイドラインにそって実施

されており、移転された技術は関係者に十分に活用されているもの思われる。 

 「資金」の活用については、プロジェクト期間中に外部機関との連携が実現し、林業省

及び国立公園関係者が自ら積極的に資金の動員に乗り出すまでには至らないものの、外

部機関からの資金協力を活用するノウハウはこれら機関に蓄積されつつある。必要とさ

れる予算全体の中で外部機関からの協力が占める割合は大きくないが、例えば植林後の

維持管理費用や FM の雇用に当てるなど、予算の一部をこれで補填することは有用であ
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り、本プロジェクトで行った民間連携は、その先進的事例であるといえる。なお、将来

の活動資金の確保については、「４－５ 持続性」で議論する。 

(3) プロジェクト目標の達成に貢献した要因: 

 プロジェクトの設計や活動内容が、関係者のニーズに合致していたこと。そのため外部条件「保

全地域の荒廃地回復が引き続き林業省の重要施策として位置づけられる」が満たされ、本ガイ

ドライン作成に対して C/P から協力が得られたこと。 

 インドネシア国内の人材や知見が有効活用されたこと。元林業省の OB や分野の専門家をプロ

ジェクトの人材として雇用し、彼らの知見がガイドラインの内容や能力向上活動を充実させた。 

 サイト毎にプロジェクト直営の FM を配置し、きめ細かな指導を行ったこと。直営方式を採用する

ことにより、年度毎の契約更新等に左右されず、現場の活動の連続性を確保することができ

た。 

 概して住民 WG の積極的な参加が得られたこと。その理由として、種子や苗木の生産・植え付

け等に参加する住民にスタディ・ツアーへの参加機会を提供する、あるいは賃金を支払うなど、

住民参加を促すインセンティブを与えたことが寄与している。これにより住民がプロジェクトの恩

恵を実感し、協力に対する意欲を高めた。 

 
４－３ 効率性 
本プロジェクトの効率性は「高い」。その理由は以下のとおりである。その理由として成果指標

が達成されたこと、実施の運営管理や投入が概して適切であったこと、また外部機関との連携等

の効率性を高める工夫が行われたことが挙げられる。 

 

(1) 成果指標の達成度：活動が遅延するケースも見られたが、予定された活動はすべて期間内に

終了し、その結果成果１～３はすべて発現している。プロジェクトサイトが地理的に分散し

ているなかで、プロジェクト内外の多くの関係者をまとめ上げたプロジェクトのリーダーシ

ップは高い。国内人材の活用に加え、CSR 企業との連携を図るなど、外部リソースの有効活

用において先進的な例を提供した。 

(2) 投入の適切性：投入は、日本側・インドネシア側共に概して適切であったと評価した。 

 長期専門家の専門家の投入や研修はほぼ予定どおりである。 

 短期専門家については、当初の想定ではリモートセンシング等多岐にわたる分野の専門

家投入が予定されていた。最終的には必要性が認められた苗木生産指導のみの派遣とな

ったが、研修の需要に応じて調整された結果であり、投入の質・量は適切であったと思

われる。 

 インドネシア側についても C/P の配置、プロジェクト用執務室の林業省内設置は予定ど

おり行われた。必要に応じて供与するとされていたインドネシア側からの機材の投入は

特段行われていないが、これまでプロジェクト活動自体に支障はない。 

 C/P 予算について、2010 年度は、ブロモ・テンゲル・スメル国立公園を除いては本プロ

ジェクト用の予算が準備されていなかったものの、2011 年度以降は本省、国立公園とも

に予算が確保され、関係者の出張費等に充てられている10。  

                                                  
10 その理由として、本プロジェクトが 2010 年～2011 年度まで財務省のプロジェクト・リストに登録されていなかったためと考

えられる。その後 2012 年 4 月に登録されたため、現在の C/P の活動に支障はない。 
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 これまで供与された機材や施設も、おおむね適切に使用されている。例えばスンビラン

では、これまでボートで入っていた内陸のサイトまでの道のりに木製のマングローブト

レイルを整備して、潮の干満に左右されずサイトにアクセスできるよう配慮したことで

事業効率を向上した。他方でスンビランに供与した一部の機材は技術的な問題でこれま

でのところ十分に活用されておらず11、今後もモニタリングが必要である。 

(3) 効率性に貢献した要因：「有効性」と重なるが、インドネシア国内の人材が有効活用された

こと、林業省の OB をプロジェクトの人材として雇用することにより、その技術的知見や林

業省での経験をプロジェクトに生かすことができた。また成果２、３についても、現場に本

活動専任の FM が雇用されたことで、日本人専門家や公園事務所にとっても必ずしもアクセ

スの容易でないプロジェクトサイトでの活動が円滑に実施され、住民とのコミュニケーショ

ンや WG の能力向上に貢献した。 

(4) 成果の産出を阻害した要因：全体の効率性には影響しなかったが、以下の実施に影響する場

面があったことに留意した。 

 プロジェクトサイトの選定について C/P 側と JICA 側の合意が形成されないままプロジ

ェクトが開始したため、R/D の署名等、プロジェクトの前提条件となる作業がプロジェ

クト開始後に持ち込まれ、活動の効率を一部阻害した。しかしその後の関係者の尽力に

より、活動はすべて協力期間内に終了する見込みである。 

 サイトによっては自然条件による影響も見られた。2010 年のメラピ山噴火等がその例で

ある。幸い成果の産出を阻害するまでの事態には至らなかったが、ベースライン調査の

実施が遅延するなど、プロジェクト前半の活動に一部支障をきたした12。 

 当初スンビランで影響が懸念された PDM の外部条件「プロジェクトで実施する荒廃地

回復の事業対象地において、土地利用に関する大きな利害衝突がない」について、住民

との対話や研修機会の供与を通じて理解が促進された結果、その影響が抑えられた（詳

細は「４－４ インパクト」参照）。 

(5) 効率性を高める他の工夫: 

 民間企業との連携：プロジェクト期間中、（株）住友林業、（株）三井住友海上火災保険、

PT. ヤマハ・ミュージック・インドネシア、PT. TS Tech Indonesia との連携が実現してい

る。住友林業及び三井住友海上保険からはブロモ・テンゲル・スメルにおける森林火災

対策訓練の実施とグヌン・メラピの回復活動、TS Tech Indonesia からはグヌン・メラピ

における回復活動、ヤマハからはグヌン・チレメイの回復活動に対し、それぞれ協力を

得た。これら企業が実施した回復活動の面積は合計 105 haである。民間企業との連携は、

林業省及びプロジェクトにとって資金面で重要であるのみならず、企業側にとっても、

林業省との間の事務手続きの簡素化や自らの活動の広報（Public Relations: PR）に有用な

協力であると認識されている。プロジェクトは、林業省及び今後林業省との連携で CSR

活動を実施したい企業への参考として、これまでの民間連携の知見を報告にまとめる予

定である（民間企業との連携については、「４－５ 持続性」及び「５－１ 提言」も参

照）。 
                                                  
11 例えばスンビラン国立公園に対して供与されたスピードボートは、エンジンの容量が船体に対して小さい、等の事情が重な

り使用頻度が少なかった。プロジェクトは現在中古エンジンの調達を通しこれに対応している。 
12 ２010 年のグヌン・メラピ公園での火山噴火により 3、4 ヶ月間サイトへの立ち入りが禁止され、回復計画策定のための調査

等が制限されたものの、まだ苗木の植え付け等は行われていない段階であったため、その後の活動である程度遅延を取り戻す

ことができた。スンビランでは害虫の被害で再度苗木の植え付けを余儀なくされたが、プロジェクトは迅速に対応している。 
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 学術機関との連携：本プロジェクトでまとめた「回復植物フィールド・ガイド」の作成

や、植生に関する研修実施においては、LIPI の研究者から多大なる協力を得ている。そ

の成果として、227 種のローカルの植生を写真付きで詳細にまとめ製本した、質の高い

ガイドブックの作成が可能になった。 

 他のプロジェクトとの連携：国際連合教育科学文化機関（United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization：UNESCO）が、スマトラ島のグヌン・ルサール国立

公園（Gunung Leuser National Park）で生態系の回復・保全、エコツーリズム開発等の支

援を実施している。その知見をプロジェクトの関係者とも共有するため、プロジェクト

が開催した 2012 年 1 月の荒廃地回復セミナーで、発表者として UNESCO から参加を得

る等の協力を行っている。また JICA の既存の協力経験を活動に生かすため、JICA が 2011

年 6 月から 2014 年 6 月までバリ島で実施した「マングローブ生態系保全と持続的な利用

の ASEAN 地域における展開プロジェクト」と連携し、プロジェクト参加者による同プ

ロジェクトの活動拠点であるバリのマングローブ林管理センターへの視察と意見交換を

行うスタディ・ツアーを実施した。更に JICA の「泥炭・森林における火災と炭素管理

プロジェクト」からは、本プロジェクトが 2012 年 5 月にブロモ・テンゲル・スメル国立

公園サイトで実施した森林火災予防訓練に対し、専門家の参加を得ている。 
 

４－４ インパクト 

本プロジェクトの「インパクト」は「比較的高い」。その理由として、1) 一部の懸念事項が解

消されれば上位目標の達成指標自体は達成される見込みが高いこと、2) 想定外の正のインパクト

が多く産出されたことが挙げられる。なお上位目標とは、プロジェクト終了後 3 年～5 年以内に

達成されるべき目標である。 

 

４－４－１ 上位目標達成の見込み 

 上位目標の 2 つの指標（「プロジェクトサイト以外の国立公園において、プロジェクト成

果を反映した荒廃地回復の計画が策定される。」「プロジェクトサイト以外の国立公園に

おいて、プロジェクト成果を反映した荒廃地回復の活動が開始される」）は、本プロジェ

クト活動の面的展開を狙うものである。 

 先述したとおり PHKA は現在、回復活動にかかる総局長令を 2014 年内に発効させるべ

く準備を進めている。これが実現すれば 2015 年には具体的な活動の計画化・予算化、対

象となる保全地域への普及啓もう活動「ソシアライゼーション（socialization）13」を行

い、続く 2016 年から本格的な実施が可能になる。回復活動の詳細を規定する政府通達の

策定は 2011 年から検討が開始されており、2014 年内に議論が収束するかについては確

証がないが、策定作業自体は既に進行しているところ、プロジェクト終了後 3 年～5 年

以内であれば上位目標の指標の達成は実現可能であると思われる。なお今後の普及対象

地には、1) グヌン・ルサール国立公園、2) ケリンチ・セブラート国立公園、3) ブキッ

ト・バリサン・セラタン国立公園（以上、すべてスマトラ島）、4) クタイ国立公園（カ

リマンタン島）、5) ボガニ・ナニ・ワルタボネ国立公園、6) ローラ・リンドゥ国立公園

（5）、6）ともにスラウェシ島）の 6 つが PHKA により候補として挙げられている。 

                                                  
13 ここでいう「socialisation」とは、プロジェクトの回復ガイドラインの紹介と、対象となる国立公園や地域当局との意見交換

とを主な目的とする現地事業説明会の実施を指す。 
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 ガイドラインを参考に活動を面的に普及し、上位目標の指標の達成が可能となった場合

においても、活動の質の確保には別途議論が必要である。普及した回復事業を成功に導

くためには、1) 分野の知見を有する人材、あるいは本プロジェクトで回復活動の設計と

実施を経験している人材の支援と、2) 十分な予算措置とが必須である。つまり上位目標

の外部要因「追加的な資金的・人的資源が手当てされる」が、総局長令の制定によりど

の程度確保されるかが、上位目標の真なる達成の鍵となる。 
 
４－４－２ 想定外の正インパクト・波及効果 

本プロジェクトの実施により、数多くのインパクトが発現している。 

 政策に対するインパクト：本プロジェクトの提言の結果、「天然更新」及び「回復」を

初めて規定する政府通達（2011 年政令第 28 号)に明記された（詳細は成果指標 1.1 の実

績参照）。また PHKA によれば、現在同局が作成する回復に関する総局長令の作成過程

においても本プロジェクトのガイドラインが参照されており、これらはインドネシアの

林業政策に及ぼした正のインパクトとして評価できる。 

 参加者の意識・行動の変容：プロジェクトサイトの一つであるブロモ・テンゲル・スメ

ル国立公園では、活動を通してエコツーリズムのサイトとしての国立公園の価値が意識

されるようになり、住民や国立公園職員の行動に変化が生じている。具体的には住民グ

ループと公園職員とが協力して、湖の沈殿物の汲み上げや湖畔のパトロール、沈殿物を

利用したゴミ捨て場の建設などを実施するなど、関係者が協力し、研修で得た知識を生

かして自主的に公園の生態系保全を進める動きが見られる。またスンビラン公園で養殖

を営む住民の中には、本プロジェクトの活動をとおしてマングローブ林の植生に大きな

関心を抱き、今後エコツーリズムの分野で貢献することを望む者もいる。 

 住民の生計へのインパクト：プロジェクトは有機肥料や牛糞を発酵させたバイオガスの

生産方法等の研修も実施しており、住民はその知見を実家の農業生産や生計の向上に積

極的に活用している。これらの研修は住民の生計に直接的なインパクトをもたらした他、

住民の理解・参加の促進や、住民の森林資源への依存の軽減にも有効であった。 

 プロジェクトサイトの PR 効果：プロジェクトが活動やインフラストラクチャー整備を

支援したサイトに対して、少数ではあるが資金や知見の提供を望む声があがっている。

例えばスンビランにおいては、林業省森林研究開発庁（Forestry Research and Development 

Agency 、通称「LITBANG」）がプロジェクトサイトにおいて同センターの研究を実施す

る可能性を打診しており、また CSR の一環として、プロジェクトが開始した回復事業の

今後の維持管理に関心を示すインドネシア企業（例：石油公社 Pertamina 等）とも連絡

を取り合っているとのことである。 

 
４－４－３ 負のインパクト 

一部のサイトの住民から当初、プロジェクトの実施が生計に与える負の影響を懸念する声が

あがったが、実際はプロジェクトの活動が生計に正の影響を及ぼすことが住民に理解されたた

め、影響を回避することができた。 

スンビランでは、プロジェクトサイトであるエビ養殖場の跡地で、近隣の住民が現在でも養

殖を行っている。そのためプロジェクト開始当時、住民との利害の対立や住民の生計への負の

影響が懸念された。これに対しプロジェクトは、「Silvofishery（養殖池にマングローブを植え、
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そこでエビや魚を養殖する生産様式）」に関する西ジャワ州でのスタディ・ツアーに参加する機

会を住民 WG のメンバーに付与し、マングローブ植林が養殖に与える好影響について理解を得

た。国立公園事務所によれば、研修の効果により、公園事務所が本プロジェクト外で行った植

林事業に対しても住民は大変協力的であったとのことである。 

 
４－５ 持続性 

本プロジェクトの持続性は「中程度」と評価した。その理由として実施体制・予算の確保・技

術の持続性が、現在進んでいる政策制度の準備に大きく依存しており、総局長令が発効するまで

全体の持続性の見通しが必ずしも明確でないこと、また政府の予算が確保された場合でも、外部

機関の協力なしでは回復に十分な資金の確保が難しいことが挙げられる。 

(1) 政策制度の整備状況：林業省レベルでは、回復に必要な政策制度が整備される見通しが高

い。PHKA によれば、同局の次期戦略（2015～2019）において、5 年間で 2,500 万 ha の回復

が指標とされる予定である。PHKA は、同局が現在準備する 2 種類の総局長令が年内に最

終化し、これらの通達を根拠に他の保全地域への事業説明・事業計画の策定・予算化を 2015

年に実施し、2016 年から具体的に活動を展開する意向を示している。他方で策定作業が遅

延すればプロジェクト後活動のギャップが生まれ、予算面、技術面、そしてモチベーショ

ンの面で成果の維持に影響が出る懸念があるため、これを必ず年内に最終化させることが

持続性確保の第一歩となる。 

(2) 組織の実施体制：PHKA については、本プロジェクトの成果であるガイドラインを普及・

活用する具体的計画を有しており、その実施体制に問題はない。他方で今後プロジェクト

活動が実施された 5 つの公園で、プロジェクト期間中と同レベルの活動が継続される見通

しは必ずしも明るくない。既述したとおり、保全地域におけるこれまでの植生回復は、原

則天然更新で行われてきた。つまり国立公園には、積極的に植生を回復するという事業経

験がなく、これを公園職員の職務として実施するために必要な人材・予算を確保する組織

体制が整備されてこなかった。現場の人員・予算の確保は、ガイドラインの提案に即して

総局長令が作成されるか否かと、どのタイミングで同令が最終化されるかに大きく依存し

ている。 

(3) 予算確保の見通し： 

 既存の予算以上の費用が確保されるかは、現時点では不明確である。「妥当性」で述べ

たとおり、PHKA はこれまで、保全地域の生態系回復のための予算を、同じ林業省流

域管理・社会林業局が持つ森林修復事業の資金から確保してきた。その額は 1 ha の修

復（プロジェクト以降は「回復」）に対し約 4,000,000 IDR（日本円で約 4 万円）である。

しかし「回復」活動は「修復」に比べより高度な技術と多くの労働の投入が必要であ

るため、必然的に実施費用が高くなる。参考まで、プロジェクトのガイドラインでは、

1 ha あたりの活動費用を 15,000,000～20,000,000 IDR 程度（＝日本円で 15 万円～20 万

円）と見積もっており、その中には FM の雇用費用や住民への労賃の支払いも含まれ

ている。現在 PHKA は 2015 年～2019 年の同局の戦略計画を準備しており、その中に

「回復」の予算を計上する予定であるが、林業省から提出される活動計画に対して実

際の予算割り当てを計算するのは財務省である。これまでの修復事業以上の費用が確

保されるかは、現時点では不明確である。 
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 現状打開の可能性として、先に述べた CSR 企業や研究機関との提携が考えられる。今

後の持続的な外部資金確保に向け、プロジェクトと C/P は 2014 年度より「民間連携チ

ーム」を設置し、連携の対象となる企業のリスト化、民間と連携する際に必要になる

覚書（Memorandum of Understanding：MoU）のドラフト作り、公園事務所から企業に

対し資金の必要性をプレゼンする機会の設定などの活動を行っている。しかしプロジ

ェクトの支援なしで今後この活動を継続するには、国立公園事務所毎の更なる努力に

加え、協力を望む外部機関と国立公園とを結びつけるためのプロジェクトに代わる民

間連携・広報窓口の設置といった体制整備が必要となる。 

(4) 技術の定着状況： 

 「有効性」で述べた通り、プロジェクトが移転した荒廃地回復の技術は既に関係者に

活用されており、回復活動が継続する限りスキルは活用されていく見込みである。技

術の活用は積極的にスキルを生かす機会の有無に依存するため、総局長令の制定で回

復活動を本格化する取り組みがまず必要となる。本プロジェクトのガイドラインが十

分総局長令に反映されれば、本プロジェクトで関係者が培った技術は、より重要性・

汎用性を増すものとなる。 

 回復事業実施の概念を林業省内でより浸透させ、その技術を確実なものとするため、

回復事業実施団体以外の林業省関係者にもガイドラインの普及を図ることも一案であ

る。配布先の例として、林業省職員の研修を実施する機関である CFET でこれを活用

することが考えられる（この点については、「提言」も参照）。 

 「持続性」に関するその他の留意事項として、今後国立公園に引き渡す機材について

管理担当者の明確化と機材管理計画の準備を行っておく必要がある。  

 

４－６ 効果発現への貢献・阻害要因 
４－６－１ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

1) プロジェクトの設計や活動内容が、関係者のニーズに合致していたこと。そのため外

部条件「保全地域の荒廃地回復が引き続き林業省の重要施策として位置づけられる」

が満たされ、本ガイドライン作成に対して C/P から協力が得られたこと。 

2) 制度・技術・資金という回復活動の成功に欠かせない 3 つの要素すべてをプロジェク

トの能力向上活動に組み入れたこと。これにより、技術を活用するための制度整備が

促進されたのみならず、制度の運用に必要な資金確保のノウハウをも C/P に移転する

ことが可能となった。 
 

(2) 実施プロセスに関すること  

1) インドネシア国内の人材や知見が有効活用されたこと。元林業省の OB や分野の専門

家をプロジェクトの人材として雇用し、彼らの知見がガイドラインの内容や能力向上

活動を充実させた。 

2) サイト毎にプロジェクト直営の FM を配置し、きめ細かな指導を行ったこと。直営方

式を採用することにより、年度毎の契約更新等に左右されず、現場の活動の連続性を

確保することができた。 
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3) 概して住民 WG の積極的な参加が得られたこと。その理由として、種子や苗木の生産・

植え付け等に参加する住民にスタディ・ツアーへの参加機会を提供するあるいは賃金

を支払うなど、住民参加を促すインセンティブを与えたことが寄与している。このよ

うなインセンティブの付与が、住民がプロジェクトの恩恵を実感し、協力に対する意

欲を高める効果をもたらした。 

 

４－６－２ 問題点及び問題を惹起した要因 
(1) 計画内容に関すること：特になし 

 
(2) 実施プロセスに関すること 
全体の効率性には影響しなかったが、以下が実施に影響する場面があったことに留意した。 

1) プロジェクトサイトの選定について C/P 側と JICA 側の合意が形成されないままプロジ

ェクトが開始したため、R/D の署名等、プロジェクトの前提条件となる作業がプロジェ

クト開始後に持ち込まれ、活動の効率を一部阻害した。その後の関係者の尽力により、

活動自体はすべて協力期間内に終了する見込みである。 

2) サイトによっては自然条件による影響も見られた。2010 年のメラピ山噴火等がその例

である。幸い成果の産出を阻害するまでの事態には至らなかったが、ベースライン調

査の実施が遅延するなど、プロジェクト前半の活動に一部支障をきたした 

3) なおプロジェクトサイトの一つであるスンビラン国立公園では、当初 PDM の外部条

件「プロジェクトで実施する荒廃地回復の事業対象地において、土地利用に関する大

きな利害衝突がない」の影響が懸念されたが、住民との対話や研修機会の供与を通じ

て理解が促進された結果、その影響はみられなかった。 

 

４－７ 結論 

本プロジェクトでは、林業省 PHKA・対象 5 国立公園・地域住民から構成される WG を対象に、

インドネシアの保全地域において荒廃地回復活動を実施するのに必要な能力を向上する技術協力

を実施した。 

 2010 年 3 月から開始した活動において、プロジェクトは関係者と協力し、(1) 保全地域の荒廃

地回復に必要な政策的枠組みの強化（成果１）、(2) 対象 5 の国立公園のプロジェクトサイトにお

ける荒廃地回復計画の策定（成果２）、(3) 公園職員と WG メンバーを対象とする、プロジェクト

サイトでの回復活動に必要な能力の向上（成果３）を図った。そして成果１～３の活動で得られ

た経験をもとに、「保全地域における荒廃地回復プロセス・ガイドライン」及び「保全地域におけ

る荒廃地回復技術マニュアル」が、本プロジェクトの主要な成果品である「回復ガイドライン」

として作成されている。 

 プロジェクト実施の過程で、自然災害や C/P の頻繁な交代等がその活動に影響を及ぼすケース

もみられたが、C/P の協力とプロジェクトの強いリーダーシップにより、活動や投入の実施スケ

ジュールはおおむね計画通りに保たれている。その結果成果１～３の指標はすべて達成される見

込みであり、プロジェクトの主たる目的である「保全地域における荒廃地回復のための関係者の

能力が強化される」についても、2015 年 3 月の協力終了までに実現するものと思われる。 

 これらの実績・成果を踏まえた評価結果は以下のとおりである。 

1) プロジェクトの目的や設計が、インドネシア及び日本の政策・インドネシア林業分野の

開発ニーズに合致していることから、妥当性は「高い」。 
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2) PDM のプロジェクト目標の 2 つの指標が協力終了までに達成される見込みであること

から、有効性は「高い」。 

3) PDM の成果指標がすべて達成されたこと、投入や活動の実施管理が適切に行われたこと、

外部機関との連携など効率性を高める工夫が行われていることから、効率性も「高い」。 

4) 一定の条件が満たされれば PDM の上位目標が達成される見込みが高いこと、またプロ

ジェクトの実施により複数の正のインパクトが発現したことから、インパクトは「比較

的高い」。なお、ここでいう一定の条件とは、回復サイトでの追加的予算と人員の確保で

あるが、これを実現するには PHKA が準備を進める 2 つの総局長令の早期制定が不可欠

である。 

5) 今後の回復活動を推進する政策の枠組み（具体的には先述した PHKA の総局長令）は整

備される見込みであるものの、(1) これまで長く議論されてきたにもかかわらず、同令

がいまだ制定されていないこと、(2) プロジェクトの回復ガイドラインの内容がどの程

度これら通達に反映されるかが不明確であることが、今後の予算や人員の確保の見通し

をやや不透明にしている部分がある。この状況を総合的に判断して、持続性は「中程度」

と評価した。 

 つまりプロジェクトの実施は受益者のニーズの充足に適切かつ有効であり、将来の回復活動に

十分な予算と人員とが確保されれば、移転された技術が今後も関係者に活用される見込みは高い。

この条件を満たし持続性を確保するには、PHKA 総局長令の早期発行を通じて、回復に関する政

策の枠組みを、プロジェクトのガイドラインに即した形で整備する必要がある。 

 

４－８ 団長所感 

本プロジェクトでは、「回復ガイドライン」を熱帯山岳雨林、熱帯モンスーン林、マングローブ

生態系という森林生態系区分別に作成している（山岳雨林、モンスーン林は合冊）。これは、保全

地域の再生が、従来の「復旧」ではなく原植生を重視する「回復」で行わなければならないため、

技術的な観点から区分が必要であったからである。 

インドネシアの森林の生態系区分は、「保全林－保安林－生産林－転換林」という管理上の森林

区分と異なり法的に区分、定義されていない。LIPI では、インドネシアの森林生態系区分を、降

水量、土壌などにより四十数種に分けているが、林業省においては、これまでのところ特段明記

していない。ガイドラインという性質上、LIPI の区分にまで分ける必要はないと思われるが、熱

帯山岳林、混交フタバガキ科林、熱帯モンスーン林、熱帯サバンナ林、泥炭湿地林、淡水湿地林、

マングローブ林、海岸林（更に、土壌の特性からケランガス林、カルスト林などを加えることも

できる）程度の区分は必要である（更には、同じ森林生態系でも構成樹種が異なるであろうと思

われる生物地理学的区分、すなわちスンダランド－ワラセア－近オセアニアの区分を重ねる必要

があるかもしれない）。 

本プロジェクトはこのうち 3 つにつきガイドラインを作成したわけであるが、この成果を定量

的に評価することはできなかった。それは、インドネシアにおいて、保全地域（及びその中の荒

廃地－回復対象地域）の森林生態系区分別面積のデータがないためであり、本プロジェクトが作

成したガイドライン（に基づく事業）が、インドネシアの荒廃地回復事業の何％をカバーし得る

のかが算定できなかったためである。 

合同評価報告書本文で述べているように、林業省の政策課題と合致していること、また、プロ

ジェクト主導ではなく林業省自らが当該政策に係る大臣令、総局長令の策定を進めていることか
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ら判断して、プロジェクトの成果を活用した事業の持続可能性に関しては、担保されていると考

えるが、その効率性（プロジェクトのではなく、プロジェクト終了後の）を高めるためには、整

備が必要なデータが少なくとも 2 つある。 

その一つは、上に述べた保全地域の森林生態系区分別面積であり、これは今後、例えば「既に

作成されている熱帯山岳降雨林、熱帯モンスーン林、マングローブ生態系のガイドラインは再生

対象地域の○○％をカバーしているが、さらに低地フタバガキ科林と泥炭湿地林のガイドライン

が作成された場合、同カバー率が○○％にまで上がる」といった数字を示すためにも必要となる。 

もう一つは、保全地域毎の、荒廃の程度による区分面積のデータである。先の大臣令によれば、

荒廃地再生の手段は、その荒廃の程度により、天然更新によるもの、復旧によるもの、回復によ

るものに区分されている。本プロジェクトが作成したガイドラインも、荒廃の程度により、天然

更新による場合も含めた回復手段を示しており、手段により、つまりは荒廃の程度により費用が

大きく異なることは明らかである。しかしながら、現時点では、荒廃の程度による面積区分のデ

ータがないため、それに必要な再生費用が一律 4 万円/ha とか、16 万円/ha という議論になってし

まっている。 

実は、そもそも保全地域内に存する再生が必要な荒廃地の面積のデータが現在のところあやふ

やである。このデータは、前述の保全地域毎の、荒廃の程度による区分面積のデータが整えば、

おのずから明確になるものだが、現時点では積み上げ根拠の示されていない 50 万 ha という数字

があるのみである。別に、国立公園内の復旧ゾーン（zona rehabilitasi）の面積（A）と、現在まで

に国立公園内で行われた復旧事業の面積（B）、そして（A）と（B）の差し引きで表される、今

後復旧が必要な面積（C）に関するデータがあるが、復旧ゾーンの設定されていない国立公園も

多く、その場合（A）には 0 ha が計上されている一方で、実際に復旧事業が行われているため（B）

にその面積が計上され、結果（C）にはマイナスの値が出る、というおかしなものとなっている。 

保全地域内に存在する再生が必要な荒廃地の面積を、復旧ゾーンの面積でとらえるのは、合理的

ではあるが、現時点では難しい。それは、「復旧ゾーン」という区分が、「コア・ゾーン（zona inti）」

「原生ゾーン（zona rimba）」「利用ゾーン（zona pemanfaatan）」という保全地域管理の基本的な地

域区分ではなく、「その再生に人為的介入を必要とする生態系の変化が認められる、あるいは原生

態系に干渉する外来種の存在が認められる地域であり、その再生には少なくとも 5 年が必要とさ

れる地域」という事業実施上の区分であるからである。国立公園によっては、再生すべき荒廃地

がありながら復旧ゾーンのゾーニングを行っていないところもあり、逆に、そのゾーニングを行

わないまま復旧事業を行っているところもある。 

今後、保全地域内の荒廃地再生事業を効率的に行っていくためには、これらのデータが必要と

なるが、今回の合同評価中の調査では、少なくとも PHKA 内にはないということが明らかとなっ

た。他の総局、特に衛星情報を活用した森林資源管理支援プロジェクトが実施された森林計画総

局に活用できるデータがあるか否かについては確認していない。 
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第５章 提言と教訓 

５－１ 提言 

５－１－１ プロジェクトに対する提言 

(1) 回復活動の普及支援：  

1) PHKA による活動の普及を支援するため、プロジェクトは PHKA による普及計画の作成

を支援すること。 

2) プロジェクトはこれまで、プロジェクトサイト以外の 3 つの国立公園（マヌセラ、ライ

ワンギ・ワンガメティ及びベルラン国立公園）に対して活動の紹介を行っている。この

ような広報活動は、今後 PHKA が独自で行う回復活動の円滑な普及に有効と思われるこ

とから、プロジェクトは協力期間中可能な範囲で、他の保全地域に対して活動の紹介を

実施すること。 

(2) プロジェクトサイト職員の普及啓もう活動への参加の促進：先述のとおり、プロジェク

トは既に 3 つの国立公園でソシアライゼーションを開始している。この活動に対し、本

プロジェクトの対象となった 5 つのプロジェクトサイト中 3 つ（ブロモ・テンゲル・ス

メル、マヌペウ・タナダル、グヌン・メラピ）の職員が、プロジェクトが作成した回復

ガイドラインを普及する講師として協力している。プロジェクトは、その協力を通して

各プロジェクトサイトが得た知見を更に強化するため、より多くの職員がソシアライゼ

ーションにおいて講師を務めるよう 5 つのプロジェクトサイトに働きかけを行うこと。 

(3) 民間連携の経験の文書化：プロジェクトは、その民間連携の知見を整理し文書にまとめ

ること。具体的には林業省や保全地域事務所の今後の参考として、資金獲得のための広

報のあり方や連携の手続きを報告にまとめること。また必要に応じて、PHKA に対する

提言(6)にある企業向け情報の整備を支援すること。 

(4) CSR 企業に対する情報発信：プロジェクトは、PHKA が、同局内に担当部署を設け、資

金動員活動を実施することを支援すること。支援のあり方として、インドネシア駐在の

日系企業等に対し、回復サイトの現状や資金の必要性、民間企業が林業省と連携を行う

ための手続きや留意事項など、プロジェクトの持つ民間連携の知見を共有することが考

えられる。 

 

５－１－２ PHKA に対する提言 

(1) ガイドラインの位置づけの明確化：回復活動が本プロジェクトのガイドラインに沿って

実施され、成果が確実なものとなるよう、PHKA は現在同局が作成する総局長令におい

て、将来の保全地域の荒廃地回復において本プロジェクトのガイドラインが果たす役割

を明記すること。 

(2) 追加的な回復活動予算の確保：今後の回復活動予算を準備する際、PHKA は、本プロジ

ェクトによる必要費用の試算結果を考慮に入れ、既存の予算以上の額が確保できるよう、

関係省庁に積極的に働きかけを行うこと。 

(3) プロジェクトの活動と成果の普及・活用： 

1) PHKA は本プロジェクトの活動と成果とを本プロジェクト以外の保全地域に普及する具

体的な計画を策定すること。 
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2) プロジェクトが終了し総局長令が制定された後、PHKA は策定した計画に沿って回復活

動を確実に普及すること。普及過程を円滑にするため、プロジェクト活動に関わった 5

つの国立公園の回復サイトを生態系回復のモデル事例として活用すること、あるいは本

プロジェクトのインドネシア人の人材をリソースパーソンとして活用することが考えら

れる。 

3) 本プロジェクトの回復ガイドラインを、プロジェクトの回復サイトと類似の生態系を持

つ保全地域の管理者に配布し、活用を促進すること。 

(4) 他の植生区分に関するガイドラインの整備：PHKAは、本プロジェクトの経験を生かし、

他の植生区分についても本プロジェクトと類似のガイドラインを整備すること。なおこ

こでいう「他の植生区分」とは、本プロジェクトをとおして既にガイドライン作成され

ている「マングローブ生態系」「熱帯山岳降雨林」「熱帯モンスーン林」以外の植生区分

を指す。 

(5) CFET におけるガイドラインの教材化：PHKA は、本プロジェクトの「回復技術ガイド

ライン」を、林業省職員の研修教材として活用すべく、関係機関、特に CFET と必要な

協議・調整を開始すること。 

(6) CSR 企業との連携体制の強化：回復活動に対する民間資金を誘致するため、PHKA は、

民間連携を担当するセクションを同局内に設置することを林業省に提案すること。また

CSR の一環として回復活動への協力に関心を示す企業向けに、協力のオプションや林業

省との連携の手続き等に関する情報を整備・公開すること。その手段として、これらの

情報を纏めたパンプレットの作成が考えられる。 

 

５－１－３ 国立公園事務所に対する提言 

(1) 荒廃地回復技術の実施計画の策定：本プロジェクトに参加した各国立公園事務所は、プ

ロジェクトの回復サイトの今後の維持管理と、園内の他の荒廃地における回復活動の展

開について、具体的な実施計画を作成すること。 

(2) 資金確保に向けた努力：各国立公園事務所は、上記４－３ (1)の計画に必要な予算を確

保するため、研究機関や民間企業やからの資金誘致に向けた広報活動を積極的に行うこ

と。 

(3) 地域関係者に対する啓もう活動：各国立公園事務所は、生態系の回復・保全に対する地

域関係者（地方行政組織や地域の住民）の理解と積極的な参加を促すよう、ワークショ

ップや研修等を通して、これら関係者に対し回復・保全の重要性を発信すること。 

(4) 回復活動の知見の共有：各国立公園事務所は、今後 PHKA が回復活動の普及を行う際、

PHKA の要請に応じ、今後回復活動を開始する保全地域に対して本プロジェクトの知見

を共有すること。 

(5) 供与機材管理計画の策定：各国立公園事務所は、プロジェクトから供与された機材や施

設について、管理方法や責任者を明確にする管理計画を作成し、供与資機材の維持管理

と有効活用に努めること。 

 

５－２ 教訓 

以下は、本プロジェクトの実施を通して JICA が得た教訓である。 

(1) 制度面・技術面・資金面の能力向上の有用性 
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保全地域における荒廃地回復を促進するため、本プロジェクトは 3 つの側面から関係者の

能力の向上に努めた。3 つの側面からの能力向上とは、すなわち C/P 機関の制度的能力、技

術的能力、そして資金ベースの強化を図ることである。これら 3 つは相互に密接に関連して

おり、どの側面の強化も回復活動の成功に不可欠である。実際本プロジェクトにおいて政策

面からプロジェクトに関わる個人の生計に至るまでさまざまなレベルでのインパクトが産出

されたことは、このアプローチの有効性を示す一例であり、類似する他の案件の参考として

も有用である。 

(2) 資金確保に向けたプロジェクトサイト間の協議の時期 

本プロジェクトでは、資金確保に向けた C/P 自身の努力を促すため、2014 年 1 月に「民間

連携チーム」を設置した。しかしこのようなチームがより早い段階（特に 2013 年に各サイト

で事業の定型が確立した段階）で設置され議論が開始されていれば、プロジェクト終了後の

回復活動資金の確保に対する C/P の意識をより高めることが可能となった。 

(3) 地域住民を対象とした生計向上活動実施の重要性 

本プロジェクトでは、地域住民からの参加を得て、バイオガスや有機肥料の生産といった

生計向上活動を実施した。これらの活動自体は直接荒廃地の回復に貢献するものではないが、

回復活動に対する住民の理解の促進や、住民の森林資源への依存の軽減という効果をもたら

した。そこから得られた教訓は、地域住民の参加を促進するプロジェクトにおいては、生計

向上活動をプロジェクトの活動に取り入れることが有用、というものである。 
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EVALUATION RESULTS &
RECOMMENDATIONS
THE PROJECT ON CAPACITY BUILDING FOR 
RESTORATION OF ECOSYSTEMS
IN CONSERVATION AREAS(RECA)

JAPAN-INDONESIA

JOINT EVALUATION TEAM

2014/09/25
Evaluation Presentation Meeting

１. OVERVIEW
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ABOUT THE PROJECT 

 A five-year technical cooperation to develop the 
capacity of the stakeholders who play a key role 
in the restoration of degraded land in 
conservation areas

 Strengthens 3 different capacity:

(1)  Institutional capacity: by creating “Restoration Guideline”

(2) Technical capacity:  through on-the-job restoration activities

(3) Financial capacity of national parks: through building   

partnership with private sector, research organisations etc

PROGRESS OF ACTIVITIES
Goals Indicators Results

Project Purpose: 
“Capacity of relevant 
stakeholders for 
restoration of degraded 
land in conservation 
areas is strengthened

“A draft of Restoration Guideline that 
covers the necessary aspects 
(institutional, technical and financial) is 
in place.”

Achieved

“Relevant stakeholders (*) are equipped 
with the capacity to develop the 
restoration activities.”

Achieved

Output 1
“Institutional 
framework for 
restoration of degraded 
land in conservation 
areas is enhanced.”

“Recommendations to streamline 
governmental rules, regulations and 
guidelines are prepared.”

Achieved

“Recommendations to improve technical 
guidelines are prepared.” 

Achieved

“Recommendations to develop strategy 
for mobilizing financial resources for 
restoration is prepared.”

Achieved

110



PROGRESS OF ACTIVITIES
Goals Indicators Results

Output 2

“Restoration plans [of 
degraded land] in the 
project sites are 
developed.”

“Processes of making restoration 
plan are documented.”

Achieved

“The restoration plans of each site 
are prepared.”

Achieved

Output 3

“Restoration activities 
in the project sites are 
implemented.”

“Results of the training are 
recorded.”

Achieved

“Final report compiling the result 
of restoration activities including 
the restored area is submitted to 
the ministry.”

Achieved

“Restoration project(s) in each site 
is established.”

Achieved

2. EVALUATION RESULTS

付属資料2
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RELEVANCE

“HIGH” Consistent with 
polices of  Indonesia 
& Japan

 Responds to the need   

 Project Design is relevant

EFFECTIVENESS

 Project Purpose Indicator 2: 
“Relevant stakeholders are 
equipped with the capacity to 
develop the restoration 
activities” is achieved

 Project Purpose Indicator 
1 : “Restoration Guideline 
is in place” is achieved 

“HIGH”
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EFFICIENCY

“HIGH”
 Indicators for 3 Outputs achieved;

 Management of implementation 
process and inputs overall efficient;

 Partnerships with 
external organisations
created to increase
efficiency. 

IMPACT

“RELATIVELY HIGH”
 Overall Goal indicators are likely to be 

achieved, IF the increased budget and 
human resources are secured in restoration 
sites

 Many positive impacts are produced 
through the Project implementation. 

付属資料2
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IMPACT(CONT.)
Examples of Impact: Improvement of Livelihood

SUSTAINABILITY

“Moderate”
 Policy frameworks that promote restoration in 

conservation areas likely to be in place by 
MoF/PHKA, but NOT YET in place

 It is unclear to what extent the Project’ Restoration 
Guideline will be reflected in these policies  

⇒ Lowers the prospect of securing budget and 
human resources for restoration activities
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3. RECOMMENDATIONS

RECOMMENDATIONS

(1) Assist PHKA in disseminating restoration 
activities to national parks other than the 
project sites;

(2) Encourage the staff of five national parks to 
contribute to  socialization;

(3) Document the know-how of
the Private Sector Partnership; 

(4) Promote information-sharing
with CSR companies.

1. Recommendations to the Project

付属資料2
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RECOMMENDATIONS

(1) Clarify the role of the Project’s Restoration 
Guideline;

(2) Secure the budget for restoration activities;
(3) Disseminate /utilize the Project’s activities and 

outputs;  
(4) Formulate the Guidelines for the remaining 

ecosystems;
(5) Utilize the Restoration Guideline for CFET 

training;
(6) Strengthen Partnership with CSR companies.

2. Recommendations to the PHKA

RECOMMENDATIONS

(1) Prepare an implementation plan for future 
restoration activities;

(2) Increase the efforts for resource mobilization;

(3) Raise awareness of local stakeholders on the 
importance of ecosystem conservation;

(4) Share experiences of ecosystem restoration ;

(5) Ensure proper management of the provided 
equipment and facilities.

3. Recommendations to Five National Parks
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THANK YOU
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（２） 経済開発協力機構の5項目基準による評価

評価項目 大項目 小項目

プロジェクトの目的は、インドネシア国の開発
政策に合致しているか。中間評価で確認され
た方針に変更はないか。

現行のインドネシアの国家開発計画・林
業省の方針との整合性

政策文書、中間レビュー報告
書、その他関係機関の文書、
C/P、専門家

文献調査、インタビュー調査

プロジェクトは日本の援助政策・JICAの援助
実施方針と合致しているか。中間評価で確認
された方針に変更はないか。

日本の援助政策における自然環境保全
分野支援の位置づけ

日本外務省資料、JICA援助方
針、中間レビュー報告

文献調査、インタビュー調査

プロジェクト目標は、受益者の能力ニーズに
合致しているか。

C/P機関(*)の能力ニーズへの合致
(*)PHKA、対象5の国立公園管理事務所

プロジェクト報告書、C/P、専門
家、中間レビュー報告書

文献調査、インタビュー調
査、質問票

ターゲットグループの選定は妥当であった
か。

プロジェクト・サイトの数や選定基準の妥
当性

プロジェクト報告書、C/P、専門
家、詳細計画報告書

文献調査、インタビュー調査

プロジェクトの設計は、C/P機関が直面する
課題への対応策として適切であったか。

活動内容や技術移転の手法に関する関
係者意見

プ ロ ジ ェ ク ト 報 告 書 、 中 間 レ
ビュー報告書、C/P、専門家

文献調査、インタビュー調
査、質問票

日本の技術の優位性はあるか。 日本の経験が生かせる事業であったか。
C/P、専門家、JICA事務所、他ド
ナー　等

文献調査、インタビュー調査

プロジェクト実施の結果、プロジェクト目標「保
全地域における荒廃地回復のための関係者
の能力が強化される」は達成が見込まれる
か。

実績の検証結果、関係者所感 実績の検証結果 ------

プロジェクト目標の達成に貢献した要因は何
か。

実績の検証結果、関係者所感
プロジェクト報告書、C/P、専門
家

文献調査、インタビュー調査

成果（アウトプット）は、プロジェクト目標達成
に十分であったか。

実績の検証結果 実績の検証結果 ------

プロジェクト目標達成を阻害した要因はある
か。

プロジェクトの運営、PDMの外部要因、政
治経済の状況、自然災害や政策の変更
等

プロジェクト報告書、C/P、専門
家

文献調査、インタビュー調査

プロジェクト活動は計画通り実施されたか。 実績と計画の比較結果 実績の検証結果、C/P、専門家 文献調査、インタビュー調査

成果（アウトプット）の産出に貢献した要因、あ
るいは阻害した要因は何か。

実績の検証結果、関係者所感
実績の検証結果、中間レビュー
報告書、C/P、専門家

文献調査、インタビュー調査

活動内容は、成果（アウトプット）を産出するの
に十分であったか。

実績及び実施プロセスの検証結果、関係
者所感

実績及び実施プロセスの検証結
果、プロジェクト報告書、中間レ
ビュー報告書、C/P、専門家

文献調査、インタビュー調
査、質問票

成果（アウトプット）産出に影響を及ぼす外部
条件はあったか。

活動に及ぼした要因の有無（プロジェクト
の運営、自然災害や政策の変更等）

実績及び実施プロセスの検証結
果、中間レビュー報告書、C/P、
専門家、JICA事務所

文献調査、インタビュー調査

日本側の投入は、量・質・タイミングともに適
切であったか。

投入の実績と効果・実施プロセスの検証
の検証結果

実績の検証結果、プロジェクト報
告書、C/P

文献調査、インタビュー調査

インドネシア側の投入は、質・量・タイミング共
に適切であったか。

投入の実績と効果、実施プロセスの検証
の検証結果

実績の検証結果、プロジェクト報
告書、専門家、JICA事務所

文献調査、インタビュー調
査、質問票

PDMの外部要因は満たされたか。

以下の外部条件の影響の有無
・「プロジェクトで実施する荒廃地回復の
事業対象地において、土地利用に関する
大きな利害衝突がない」
・「保全地域の荒廃地回復が引き続き林
業省の重要施策として位置付けられる」

プ ロ ジ ェ ク ト 報 告 書 、 中 間 レ
ビュー報告書、C/P、専門家

文献調査、インタビュー調
査、質問票

他のリソースの活用等、効率性を高める工夫
はあったか。

他のJICAスキームとの連携や他ドナーと
の役割分担

プロジェクト報告、中間レビュー
報告書、C/P、専門家、JICA事
務所

文献調査、インタビュー調査

プロジェクト目標の達成状況

上位目標の達成に向けた関係者の取り組
みの状況

外部条件「追加的な資金的・人的資源が
手当てされる」が満たされる見込み

関係者意見

対象地域やプロジェクト関係者の職務・職
場環境等への影響

環境への影響

政策・法律・制度等の整備への影響

ジェンダー、人権、貧富等社会・文化的側
面への影響

負の影響に対して講じられた（協議され
た）対策

プロジェクトの実施により、想定外の波及効果
や負の影響は生じたか。負の影響が出た場
合、それにどう対処したか（する予定か）。

プロジェクト報告書、専門家、
C/P

文献調査、インタビュー調
査、質問票

有効性 プロジェクト目標
の達成

成果（アウトプッ
ト）→プロジェクト
目標の因果関係

文献調査、インタビュー調査

波及効果

インパクト 上位目標達成の
見込み

上位目標の指標「保全地域における生態系
保全のための荒廃地回復活動が促進される」
の達成見込み

プ ロ ジ ェ ク ト 報 告 書 、 中 間 レ
ビュー報告書、C/P、専門家、
JICA事務所

効率性 成果（アウトプッ
ト）の産出状況

活動→成果（アウ
トプット）の因果関
係

投入の量・質・タ
イミング

その他

妥当性 優先度

必要性

アプローチの妥
当性

インドネシア「保全地域における生態系保全のための荒廃地回復能力向上プロジェクト」

評価グリッド

評価設問
必要な情報・データ 情報源 データ収集方法
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評価項目 大項目 小項目

評価設問
必要な情報・データ 情報源 データ収集方法

本プロジェクトが支援した活動を今後も継続
するための長期的政策枠組みは存在する
か。

保全地域における荒廃地回復事業を支
援する政策やイニシアティブの有無

インドネシア林業省の政策、
C/P、専門家、JICA事務所

文献調査、インタビュー調査

本プロジェクトの活動を継続・普及する具体
的な取り組みがどの程度具体化されている
か。

本プロジェクト成果の今後にかかる計画の
有無

プロジェクト報告書、専門家、
C/P

文献調査、インタビュー調
査、質問票

各C/P機関は、プロジェクトの成果を継続・普
及する意志や計画を有しているか。

今後の活動や人員配置に関する計画の
有無

プロジェクト報告書、専門家、
C/P

文献調査、インタビュー調
査、質問票

上記計画に必要な予算計画の有無
プロジェクト報告書、専門家、
C/P

文献調査、インタビュー調
査、質問票

民間セクター等からの資金確保の実績・
今後の確保の見通し

実績の検証結果、専門家、C/P 文献調査、インタビュー調査

林業省における、プロジェクトの成果（荒
廃地回復計画策定のスキルやガイドライ
ン）の普及・活用状況

プロジェクト・サイトにおける荒廃地回復活
動の実施状況

関係者意見

供与機材は適切に管理・活用される見込み
か。

機材の使用状況、今後の管理計画等 C/P、専門家
文献調査、インタビュー調
査、直接観察

本事業の持続性を推進する関連活動はある
か。

政府他機関・JICA・他ドナーによる他の関
連事業の有無

C/P、JICA事務所、専門家、ド
ナー等

文献調査、インタビュー調査

持続性を阻害するその他の要因はあるか。あ
る場合、プロジェクトが施せる対策はあるか。

政治経済の動向や関係者意見
プロジェクト報告書、C/P、JICA
事務所、専門家

文献調査、インタビュー調査

文献調査、インタビュー調
査、現地踏査の結果

持続性 政策・制度面

その他

技術面

成果１～3を通じてプロジェクトが移転した技
術は、各C/P組織に定着する見込みか。

成果・実施プロセスの検証結果、
C/P、専門家

組織・財政面

活動の継続・普及に必要な予算の確保は行
われているか。
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